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東京都⼼部における
⽣態系ネットワークに資する

緑地の保全⽅策検討調査

東京都⼼部における緑化推進検討会

東京都⼼部における緑化推進検討会 背景･⽬的

都⼼3区など⺠間開発が活発な地域（ｾﾝﾀｰ･ｺｱ再⽣ｿﾞｰﾝ等 ）では、開発地域・
エリアの魅⼒創出・資産価値向上や緑の質と機能を重視した環境整備が積極
的に進められている。
⼀⽅、開発時期が異なる等の理由により、事業間の連携や周辺地域との調整
が⼗分に図られない場合が多く、広域的には快適な都市環境空間の創出に繋
がらない状況が⾒受けられ、各主体の緑地資源の連携による都市機能形成の
仕組みづくりが必要となっている。

本調査では、官⺠及び事業者間連携の緑地資源の連携による都市機能形成の仕組みづくり、⾏政区域を跨
るなど、広域的な緑化⽅針の検討を⾏う。
取組① 都⼼部の開発事業周辺エリアにおける都市機能と緑地資源の実態調査
取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証
取組③ 官⺠連携・事業連携による緑のネットワーク構築に向けた検討

背景と課題

取組内容

取組成果とその活⽤⽅針
成果については、「⽣態系ネットワーク形成に資する緑地計画の⼿引き（仮）」として、開発事業による緑地
創出の際に活⽤予定。将来的に⺠間・公共の緑地活動を⼀体的に展開することにより、様々な緑地の施策効⽤の
発現につなげる。広域⾏政体と基礎⾃治体、事業者による緑地資源の活⽤⽅策の検討は、全国的にも先導的なも
のであり、他の地域にとっても活⽤できる汎⽤性のある成果とする。



東京都⼼部における緑化推進検討会 背景･⽬的

センター・コア再⽣ゾーンの３エリア（千代⽥区、港区、
渋⾕区）の開発事業とその周辺地域を対象

調査対象地位置図
公共団体位置図

「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活⽤⽅針」（平成26年4⽉2⽇改定版）

東京都⼼部における緑化推進検討会 実施フロー

⽬的︓公共及び⺠間の緑地の現況、管理状況、今後の整備⽅針や内容等の実態を含めた緑地環境に関する
基礎的情報を把握し、公⺠相互の関連性等を踏まえﾈｯﾄﾜｰｸ形成の課題を抽出した。
⽅法︓⾏政の指針・事業者の計画論の⽂⾔的整理、緑地資源の質的現況、配置⾯等の測地的整理

検討の⽬的

現状の把握

課題抽出
（ﾋｱﾘﾝｸﾞ観点）

検証
（ﾓﾘﾀﾘﾝｸﾞ観点）

●ヒアリング結果を踏まえ、課題の再整理
・現在まですすめられた都⼼部の開発整備における問題点の整理
・整備時期の異なる各種整備における⽬標・課題・問題点の整理

●観点の整理

・現状の把握によって得られた⽂⾔的及び測地的整理成果から課題を抽出
・それらの課題から、⾏政、⺠間事業者に⾏うヒアリングの観点、項⽬を整理

① ﾘﾌｧﾚﾝｽ種設定の現状と課題（『都市の⽣物多様性指標（素案）』との整合性検証
② ﾈｯﾄﾜｰｸ計画に関する検証
③ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の活⽤（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのｵｰﾌﾟﾝ化）に関する検証

●今年度調査は、「⽣態系ネットワーク」に着⽬。
・今後の⽣態系ネットワークに資する緑地保全の基本的な整備⽅針の検討

●⽣態系ネットワークに資する
緑地保全の汎⽤的⼿引き（案）の作成
・基礎自治体レベルでの応用が可能な手引き

☞【成果】
○⾃治体⽤⼿引き（フレーム案）
○事業者向け⼿引き（フレーム案）

将来的に
⽬指す成果

成果
（output）

基本的な
⽅針検討

●推進ﾂｰﾙ①協議会ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑの構築検討②協働⺟体となる組織・⼈材ﾈｯﾄﾜｰｸの構築検討

⽣態系 景観 ⾏政区 レクリエーション 防災 第１回検討会

第２回検討会



東京都⼼部における緑化推進検討会 取組① 都市機能と緑地資源の実態調査

【千代⽥区】
『都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ』

⽔と緑の整備⽅針図
皇居をコアにした放
射構造

外周構造の意識
道路メインの構造

個別区の（⽔と緑）計画論の統合
• 連携性・課題性の抽出

【港区】
『緑と⽔の総合計画』

緑と⽔の配置⽅針
点在するサテライト
構造

 ﾈｯﾄﾜｰｸ構造の意識
地形メインの構造
⽔の視点

• 個別区の計画時期の年度差異
• 個別区の環境構造の特徴差異

緑地資源の質的現況整理

【現況緑地資源図+
⺠間再開発計画図】

【⿃類調査位置図】

【⿃類（重要種）確認図】

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組① 都市機能と緑地資源の実態調査



緑地資源とﾈｯﾄﾜｰｸ論の現況

【2区統合ﾈｯﾄﾜｰｸ計画図】

【現況緑地資源図】

【⺠間再開発計画図】

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組① 都市機能と緑地資源の実態調査

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組① 都市機能と緑地資源の実態調査

【⾏政側】
• ⾏政毎の緑地のﾈｯﾄﾜｰｸ計画論の相違。隣接⾏政との
情報交換や協議が必要

• 事業者においては建物配置が重視され、緑のﾈｯﾄﾜｰｸ
形成において重要である公開空地等の配置が⼗部に
考慮していない。地域⽣態系に配慮した緑化計画に
ついて指導ができていない。現在、⺠間事業者向け
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを作成中の⾃治体もある。

• 維持管理の容易さからの緑化を⽣物多様性からの緑
化への理解が困難 等

【⺠間側】
• ﾈｯﾄﾜｰｸの形成のﾍﾞｰｽとなる考え⽅や⽅法等、⾏政が
先導的にとりまとめ提⽰すべき広域なﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査
と上位計画が重要

• 積極的取組み・成果が社会的認知・事業効果につな
がる評価制度などの仕組みづくり（⾦融機関・ｴﾝﾄﾞ
ﾕｰｻﾞｰを巻き込んだ不動産価値の形成）

ヒアリングによる課題の抽出



東京都⼼部における緑化推進検討会

2. 検証

2-1 都市の⽣物多様性指標（素案）に関する検証

取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証

指標４の検証 『都市の⽣物多様性指標（素案）』指標４との整合性確認

（1）⽬的
●区・⺠間事業者レベル共に、指標の⽬的として整合

（２）定義
●区・⺠間事業者レベル共に、定義として整合

（３）算定⽅法（区）
●主な⽣態系に着⽬しサイト
は選出できるが、⽬指すべ
きリファレンスサイトの設
定に困難性

●調査地点におけるリファレ
ンス種の設定は、現段階で
未了

●時点後の調査は、現段階は
未了

（３）算定⽅法（区）
●主な⽣態系に着⽬しサイト
は選出できるが、⽬指すべ
きリファレンスサイトの設
定に困難性

●調査地点におけるリファレ
ンス種の設定は、現段階で
未了

●時点後の調査は、現段階は
未了

（３）算定⽅法（⺠間）
●事業者の開発エリアを主
な⽣態系として設定し、
モニタリング調査が可能

●調査地点におけるリファ
レンス種の設定は、事業
者によりバラつき

●時点後の調査は、事業者
によりバラつき

（３）算定⽅法（⺠間）
●事業者の開発エリアを主
な⽣態系として設定し、
モニタリング調査が可能

●調査地点におけるリファ
レンス種の設定は、事業
者によりバラつき

●時点後の調査は、事業者
によりバラつき

（４）評価基準（区）
●種数の経年変化の情報不⾜
により算定が困難。

●評価未了

（４）評価基準（⺠間）
●評価は個別基準で別途
●経年調査を実施している
事業者であれば可能

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証



算定⽅法の検証 『リファレンス種の設定』に関する整合性確認

（3）算定⽅法
●当該都市における主な⽣態系に着⽬し調査地点（モニタリ
ングサイト）及び当該調査地点におけるリファレンス種を
設定し、その種数の任意の時点間における増減を算定する。

【留意事項】
・リファレンス種は、基準となる過去のある時点に⽣息⼜は
⽣育していたと考えられる種等とする。

・リファレンス種の設定に当たっては、有識者の助⾔を踏ま
えるものとする。

（3）算定⽅法
●当該都市における主な⽣態系に着⽬し調査地点（モニタリ
ングサイト）及び当該調査地点におけるリファレンス種を
設定し、その種数の任意の時点間における増減を算定する。

【留意事項】
・リファレンス種は、基準となる過去のある時点に⽣息⼜は
⽣育していたと考えられる種等とする。

・リファレンス種の設定に当たっては、有識者の助⾔を踏ま
えるものとする。

算定の実情（区）
●主な⽣態系に着⽬しサイト
は選出できるが、⽬指すべ
きリファレンスサイトの設
定に困難性

●調査地点におけるリファレ
ンス種の設定は、現段階で
未了

●時点後の調査は、現段階は
未了

算定の実情（区）
●主な⽣態系に着⽬しサイト
は選出できるが、⽬指すべ
きリファレンスサイトの設
定に困難性

●調査地点におけるリファレ
ンス種の設定は、現段階で
未了

●時点後の調査は、現段階は
未了

算定の実情（⺠間）
●事業者の開発エリアを
主な⽣態系として設定
し、モニタリング調査
が可能

●調査地点におけるリ
ファレンス種の設定は、
事業者によりバラつき

●時点後の調査は、事業
者によりバラつき

算定の実情（⺠間）
●事業者の開発エリアを
主な⽣態系として設定
し、モニタリング調査
が可能

●調査地点におけるリ
ファレンス種の設定は、
事業者によりバラつき

●時点後の調査は、事業
者によりバラつき

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証

リファレンス種設定の現状と課題

算定の実情（区）
●主な⽣態系に着⽬しサイトは選出で
きるが、⽬指すべきリファレンスサ
イトの設定に困難性

●調査地点におけるリファレンス種の
設定は、現段階で未了

●時点後の調査は、現段階は未了

算定の実情（⺠間）
●事業者の開発ｴﾘｱを主な⽣態系とし
て設定し、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査が可能

●調査地点におけるリファレンス種の
設定は、事業者によりバラつき

●時点後調査は、事業者によりバラつ
き

【例】
三菱地所（⼤丸有地区）︓⿃類8種
ｼｼﾞｭｳｶﾗ、ﾒｼﾞﾛ、ｶﾜﾗﾋﾜ、ｶﾙｶﾞﾓ、ﾔﾏ
ｶﾞﾗ、ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ、ｼﾛﾊﾗ、ｱｶﾊﾗ

森ビル（仙⽯⼭森ﾀﾜｰ）︓
ｺｹﾞﾗ、ｼｼﾞｭｳｶﾗ、ﾓｽﾞ

東急不動産（東急ﾌﾟﾗｻﾞ）︓ｼｼﾞｭｳｶﾗ

ﾘﾌｧﾚﾝｽ種設定の課題

●都⼼において⽬標とするサ
イトが⾒出し難い

・残存⾃然地の喪失
・都市環境圧の影響⼤
・ｸﾗｲﾒｰﾄの変化

●広域の⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計画が
未策定

・計画主題、計画⽬標の設定
が困難

・⽬標種設定が困難

●スケールギャップ

今後の展開・アレンジ

●都⼼レベルの⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計
画の検討
・広域⾃治体

☞概略の⽅針設定
・基礎⾃治体

☞既存データの統合化
☞個別計画の横断化

●ｽｹｰﾙﾚﾍﾞﾙの輻輳化
・⾏政 ☞ﾏｸﾛｽｹｰﾙ
・⺠間事業者 ☞ﾐｸﾛｽｹｰﾙ
・ｽｹｰﾙﾚﾍﾞﾙを統合する暫定ﾙｰﾙの
設定

●ﾘﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄの段階的設定
・サイト無からの試⾏
・現況確認種共有による暫定サ
イト

●ﾘﾌｧﾚﾝｽ種の暫定
・⺠間事業者 ☞⽬標種統合

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証



2. 検証

2-2 ネットワーク計画に関する検証

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証

ネットワーク計画論の整理

●広域緑地計画
●市区みどりの基本計画
（or 都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）
●個別地区緑化計画

都市計画的ﾈｯﾄﾜｰｸ計画論 ⽣態系ネットワーク計画論

【スケールの階層性】
●広域の⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計画

（都道府県を跨る）

●都道府県の⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計
画

●都市の⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計画

●地区の⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計画
☞⺠間も可

【スケールの階層性】
●広域の⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計画

（都道府県を跨る）

●都道府県の⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計
画

●都市の⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計画

●地区の⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計画
☞⺠間も可

【テーマの重層性】
●個別テーマによる

⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計画
（⺠間事業者も可）
・⽬標種対応型
・活動対応型
・緑地計画対応型
・開発計画対応型

他

【テーマの重層性】
●個別テーマによる

⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ計画
（⺠間事業者も可）
・⽬標種対応型
・活動対応型
・緑地計画対応型
・開発計画対応型

他

課題
●ｽｹｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟ

・上位計画からの貧連関性
●⾏政の横断性の限界
・隣接基礎⾃治体連携

●計画策定年次の時代影響
・計画思想や時代潮流

●主題の広汎性（拡散）
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、防災、景観、
⽣態系

課題
●ｽｹｰﾙｷﾞｬｯﾌﾟ

・上位計画からの貧連関性
●⾏政の横断性の限界
・隣接基礎⾃治体連携

●計画策定年次の時代影響
・計画思想や時代潮流

●主題の広汎性（拡散）
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、防災、景観、
⽣態系

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証



ﾈｯﾄﾜｰｸの実現状況の整理

ﾈｯﾄﾜｰｸ軸の類型抽出

①Ａﾀｲﾌﾟ︓⾻格型
・都市公園等の公的施設緑地が
軸の⾻格を成している。

・⾻格の隙間には⺠間施設の緑
地や斜⾯林等の緑地が点在し
ている。

②Ｂﾀｲﾌﾟ︓補強型
・軸上には⾻格となる公的に担
保される緑地が乏しい。

・軸上の⺠間施設の緑地の整備
や、斜⾯林等の緑地の担保が
ﾈｯﾄﾜｰｸ実現の鍵になる。

③Ｃﾀｲﾌﾟ︓創出型
・2区の計画論には位置づけは
無いが、都市公園等の公的施
設緑地が軸基点に有る。

・軸上に、今後の再開発事業が
多く計画され、ﾈｯﾄﾜｰｸ創出の
期待が⼤きい。

2区のﾈｯﾄﾜｰｸ計画論は、
地形や道路による連
携・連担を⽬指して
いる。

担保性のある都市公
園等の施設型緑地だ
けではﾈｯﾄﾜｰｸ形成は
不⼗分である。

⺠間の再開発事業に
よる公開空地の創出
がﾈｯﾄﾜｰｸの創出や補
強の要因になりうる。

ﾈｯﾄﾜｰｸ計画の課題

ﾈｯﾄﾜｰｸ計画
における軸
を 類型化

類型を個別
に解析する

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証

ﾈｯﾄﾜｰｸ軸の検証【Ａﾀｲﾌﾟ︓⾻格型】

【都市公園等の公的担保
緑地】

芝公園~⽇⽐⾕公園~皇
居まで繋がる公的な施
設型緑地により、⼤き
な軸の⾻格基盤を有す
る。

【その他の緑地や公開空
地】

増上寺、熊野神社、雲
晴院、⻘松寺、愛宕寺
社、御成⾨⼩中学校、
⺠間施設の緑地等を有
する。

【ﾈｯﾄﾜｰｸの実現に資する⺠間再開発】
⼤きな⾻格的な都市公園を有し、担保性の⾼
い寺社の緑が豊富に⽴地、その他の緑地も⼀
定量存在するが、軸上に疎らな点在となって
いる。

更なるﾈｯﾄﾜｰｸの強化に資する再開発事業⽤地
も有り、道路緑化や官庁施設の緑化に併せて、
事業者への働きかけが重要。

• 芝公園〜⽇⽐⾕公園を繋ぐ軸

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証



ﾈｯﾄﾜｰｸ軸の検証【Ｂﾀｲﾌﾟ︓補強型】

【都市公園等の公的担保
緑地】

⼩規模の狸⽳公園以外
に都市公園は⽴地しな
い。

外務省⽤地や⼤使館⽤
地に⼀定量の良質な緑
が⽴地

【その他の緑地や公開空
地】

江⼾期⼤名庭園起源の
緑地が点在。寺社、学
校、⺠間施設の緑地等
を有する。

完成した⺠間事業によ
り⼀定規模で良質な公
開空地が⽴地。

【ﾈｯﾄﾜｰｸの実現に資する⺠間再開発】
都市公園による⾻格的基点は無いが、公的緑
地や⺠有緑地、再開発創出の公開空地も⼀定
量存在し、軸の連担性を有している。

更なるﾈｯﾄﾜｰｸの強化に資する再開発事業⽤地
も有り、道路緑化や官庁施設の緑化に併せて、
事業者への働きかけが重要。

• 狸⽳公園〜⻁の⾨病院を繋ぐ軸

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証

ﾈｯﾄﾜｰｸ軸の検証【Ｃﾀｲﾌﾟ︓創出型】

【都市公園等の公的担保
緑地】

東京海洋⼤学〜旧芝離
宮恩賜庭園の間には公
的担保緑地は乏しい。

【その他の緑地や公開空
地】

鉄道敷や海浜埋⽴部に
⽴地し、緑地等は乏し
い。

【ﾈｯﾄﾜｰｸの実現に資する⺠間再開発】
港区の計画論『⽔と緑の総合計画』では、ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ軸は設定されていない。

軸上の都市公園やその他の緑地は疎らな点在
であるが、未利⽤空地や運河が多く⽴地し東
京湾に⾄近で、ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙは⾼い。

 ﾈｯﾄﾜｰｸの創出に資する再開発事業計画が連担
し、公的施設の緑化も併せて、事業者への働
きかけが重要。

• 海洋⼤学〜旧芝離宮を繋ぐ軸

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証



2. 検証

2-3 モニタリング結果の活⽤
（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのｵｰﾌﾟﾝ化）

に関する検証

既存調査の現状と課題
既存調査の課題

●2区はそれぞれ独⾃に⽣物現況基礎調査を実施
・調査⼿法、調査地点等独⾃に設定。

☞区境界付近に共通調査点有
・地域戦略策定後のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査は実施せず。
・市⺠参加型⽣き物調査は独⾃に実施。
● 『⺠間事業者による⽣物現況調査』
・年度、内容、⽅法は個別に実施

☞隣接区を含む調査ケースも有
・個々の開発計画に反映
・開発後の調査は個別に判断

☞事後の専⾨的ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の実施ケースも有

今後の展開・アレンジ

●調査計画の協議連絡
・調査地点、調査⼿法、
調査時期の情報共有
☞調整協議会設⽴へ
☞調査ﾌｫｰﾏｯﾄの調整

●調査結果の相互活⽤
☞ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築
☞ｸﾗｳﾄﾞ化へ

●緑地評価の共有
☞⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸの位置づけ
へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
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区 東急 区 東急 東急
国土
交通
省

三菱
地所

区 区 東急 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 東急 森ビル 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区

1996 H8

1997 H9

1998 H10

1999 H11

2000 H12

2001 H13 ○

2002 H14 ○

2003 H15 ○

2004 H16 ○

2005 H17 ○

2006 H18 ○

2007 H19

2008 H20

2009 H21

2010 H22

2011 H23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2012 H24

2013 H25

2014 H26

○ ○ ○ ○

港区

○ ○

○

○
文献
調査

○

○

日比谷公園

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○
文献
調査

千代田区

調査地点 皇居

調査主体

区域

日枝神社

●調査の連携は無
●調査ﾃﾞｰﾀの活⽤連
携は無

●巧まずして官⺠の
調査に網羅性や補
完性がある。
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⿃類調査
データの統合
（暫定DB）

猛禽類（環境省RL･東京都RDBに該当する）

猛禽類以外（環境省RL･東京都RDBに該当する）

その他の⿃類（環境省RL･東京都RDBに該当せず）

データベース化の試⾏

緑地の質的評価
の検証

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証

緑地の質的整理

環境省RL･東京都RDBに該当す
る猛禽類が確認されている緑地
はＡＡとする。

環境省RL･東京都RDBに該当す
る猛禽類以外が確認されている
緑地はＡとする。

環境省RL･東京都RDBに該当し
ないが、多種類の⿃類が確認さ
れている緑地はＢとする。

⿃類調査が⾏われていない200
㎡以上の緑地はＣとする。

⽣態系ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞにおける⾼
次消費者である猛禽類が
確認された緑地周辺は、
ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙが⾼いと推定でき
る。

希少・貴重な⿃類種（環
境省RL･東京都RDB）が
確認された緑地は、ﾎﾟﾃﾝ
ｼｬﾙが⾼いと推定できる。

多種類の⿃類が確認さ
れている緑地は、⼀定
以上のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙがあると
推定できる。下位の消
費者や⽣産者や植物の、
⽣息⽣育基盤と推定で
きる。

【2区で確認された⿃類種の分類】

猛禽類
（環境省RL･東京都RDBに該当する）

猛禽類以外
（環境省RL･東京都RDBに該当する）

その他の⿃類
（環境省RL･東京都RDBに該当せず）

⽣物層の縦のﾈｯﾄﾜｰｸ 空間ﾈｯﾄﾜｰｸへの展開

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証



⿃類データベースによる緑地の質的評価の試⾏

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組② ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の検証

とりまとめ

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組③ ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸに資する緑地の保全に向けた検討



検証からの課題の整理と対応策

●ﾈｯﾄﾜｰｸ計画論の課題
・上位計画不在
・計画論のスケールギャップ
・今後の展開の主体と分担

●⽣物調査成果の課題
・調査や成果の形式・⽔準が不揃い
・市⺠ﾓﾆﾀｰ制度のバラつき
・共有、相互活⽤のﾃｰﾌﾞﾙ不在

●『都市の⽣物多様性指標（素案）』の課題
・脆弱な運⽤性
・漠然的な算定要素
・⾼度な要求⽔準

現状の課題

●データベースの構築と活⽤
・共通のフォーマット構築
☞市⺠ﾓﾆﾀｰ⼊⼒ｼｰﾄの官⺠共有

・クラウド化による共有・活⽤推進
・持続可能な簡易なシステム化
☞︓管理業務項⽬への追加、『千代⽥区いきものさが

し』『港区⽣き物観察会･調査会』との連携

●ﾈｯﾄﾜｰｸ計画論の構築と活⽤
・今後のｲﾆｼｱﾁﾌﾞ
☞︓トップdown︓簡便で軽微なﾌﾚｰﾑﾜｰｸ試⾏
☞︓ボトムup︓既存計画論の統合とリレー⽅式

・既存協議会の活⽤・連携
☞︓ｴｺﾂｪﾘｱ協会、⾚坂⻁の⾨緑道整備推進協議会

●『都市の⽣物多様性指標（素案）』のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝup
・指標４の算定⽅法に⾃由度と選択制を与える。

☞︓都市ﾚﾍﾞﾙと地区ﾚﾍﾞﾙの計画⽤の類型区分化
☞︓ﾘﾌｧﾚﾝｽ種設定の簡易化

対応策

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組③ ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸに資する緑地の保全に向けた検討

役割分担の整理

⾏政 協議ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ⺠間事業者

ﾘﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ･
ﾘﾌｧﾚﾝｽ種の設定

都:
●マクロ的⾒地での都⼼部
での緑地保全の検討

●⼤まかな⽅向付け
●⺠間指導の共通化

●官⺠の成果の統合
●ﾘﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄの段階的
な検討

●地区ﾚﾍﾞﾙでの誘致種の設
定。

●個別ﾃｰﾏによる種の設定
●ﾘﾚｰ型展開

生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ
計画論

都:
●マクロ的⾒地での取り纏
め整理

区:
●都市ﾚﾍﾞﾙの計画検討
●⺠間指導の共通化

●⾏政の上位計画と
⺠間個別計画の統
合

●計画のﾘﾚｰ化の取り
纏め

●ミクロ的⾒地での先⾏
●ﾃｰﾏ型計画の展開
●ﾘﾚｰ型展開

生き物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰ
ｽ（DB）

区:
●ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画の隣接区と
の横断的調整

●市⺠ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの隣接区と
の横断的調整

●共通仕様化の検討
●ｵｰﾌﾟﾝDB構築
●ﾘﾚｰ⽅式の取り纏め

●調査の共通仕様化
●新たな調査主体検討
（管理業者、来街者）
●ﾘﾚｰ型の展開

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組③ ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸに資する緑地の保全に向けた検討



東京都⼼部における緑化推進検討会 第2回 東京都心部における生態系ﾈｯﾄﾜｰｸに資する緑地の保全方策検討調査

フレームワーク（⼿引き）

⽬ 的 ⽣態系ネットワークの形成に向けて、都の考え⽅を明確にすることで、事業者の積極的な取り組みを促しながら、地
域特性を踏まえた緑地の保全・創出の誘導を⾏う。

●構成

⽣態系ネットワーク形成のあり⽅
【マクロ的⾒地】
●広域的な⽣態系ネットワーク計画（都）

●都市別のネットワークの形成(市区）

【ミクロ的見地】

●地区別のネットワークの形成（開発エリア）

ネットワークの考え⽅、環境軸（緑地軸）の提⽰

ﾈｯﾄﾜｰｸの位置づけ,地区特性,周辺の緑地資源等の提⽰

⽣態系に寄与する緑地整備の配慮事項
●リファレンス種設定の考え⽅
●緑地の形態、緑化の配置、樹種、材料等の
配慮、保全・移植の⽅法等

多様性の成果の確認、取組の展開⽅法
●モニタリング⽅法、結果、成果の共有
●多様な主体との連担・連携・協働の進め⽅
●緑地活⽤の展開（環境教育、⼈材育成･･･）

推進のためのツール１
（⽬標を共有する）

グランドデザインマップ

推進のためのツール２
（調査結果を共有する）

プラットホーム

推進のためのツール３
（取組みを協働で進める）
組織・⼈材ネットワーク

東京都⼼部における緑化推進検討会 取組③ ⽣態系ﾈｯﾄﾜｰｸに資する緑地の保全に向けた検討



平
成

2
6
年

度
都

市
緑

地
に

お
け

る
生

物
多

様
性

に
配

慮
し

た
新

た
な

評
価

の
方

向
性

に
つ

い
て

の
検

討
委

員
会

概
要

版

当
地

区
に

お
け

る
生

物
多

様
性

の
あ

り
方

を
提

言
す
る
に
あ
た
っ
て
以
下
の
課
題
が
議
論
さ
れ
た
。

1
.
「

当
地

区
の

生
物

多
様

性
に

関
す

る
目

標
像

の
検
討
」

当
地

区
な

ら
で

は
の

都
市

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
参
加
に
よ
る
合
意
形
成
を
前
提
と
し
た

「
目

標
像

」
を

設
定

し
、

こ
れ

を
共

有
す

る
こ
と

2
.
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
」

継
続

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

デ
ー

タ
を

蓄
積

し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
を
形
成
す
る
こ
と

3
.
「

活
用

推
進

ス
キ

ー
ム

の
検

討
」

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

実
施

や
管

理
の

新
た

な
担

い
手
と
な
る
人
材
や
組
織
を
確
保
す
る
こ
と

4
.
「

当
地

区
に

お
け

る
生

物
多

様
性

に
向

け
た

具
体
的
な
取
り
組
み
」

地
区

内
で

開
発

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

単
位

で
o
n
s
i
t
e
で
実
現
で
き
る
取
り
組
み
と
、
隣
接
地
や

周
辺
地
区
と
の
連
携
で
実
現
す
る
o
f
f
s
i
t
e
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
議
論
を

深
め

て
い

く
こ

と

1
.

実
施
者

実
施

者
：

株
式

会
社

三
菱

地
所

設
計

共
同
実

施
者
：

一
社

）
大

丸
有

環
境

共
生

型
ま

ち
づ
く

り
推

進
協

会
（

以
下

エ
コ

ッ
ツ

ェ
リ

ア
協

会
）

な
お
、

本
調
査

は
株

式
会

社
三

菱
地

所
設

計
が

環
境
省

よ
り

受
託

し
た

、
平

成
２

６
年

度
住

民
参

加
に

よ
る

低
炭
素

都
市
形

成
計

画
策

定
モ

デ
ル

事
業

委
託

業
務
（

大
丸

有
地

区
の

環
境

共
生

型
ま

ち
づ

く
り

の
取

り
組

み
事

業
）

の
一
環

と
し

て
実

施
さ

れ
た

。

2
.

委
員
構

成
○
委

員
（

座
長

）
：

東
京

大
学

大
学

院
工

学
系

研
究

科
都

市
工

学
専

攻
教

授
横

張
真

○
委

員
（

有
識

者
・

学
識

）
：

慶
應

義
塾

大
学

環
境

情
報

部
教

授
一

ノ
瀬

友
博

○
委

員
（

有
識

者
・

民
間

）
：

株
式

会
社

イ
ン

タ
ー

リ
ス

ク
総

研
事

業
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

部
環

境
グ

ル
ー

プ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

・
主

任
研

究
員

原
口

真
委

員
（

有
識

者
・

民
間

）
：

株
式

会
社

三
菱

地
所

設
計

都
市

環
境

計
画

部
担

当
部

長
植

田
直

樹
委

員
（

有
識

者
・

民
間

）
：

エ
コ

ッ
ツ

ェ
リ

ア
協

会
専

務
理

事
井

上
成

行
政
：

環
境

省
自

然
環

境
局

外
苑

公
園

管
理

事
務

所
、

東
京

都
環

境
局

自
然

環
境

部
、

東
京

都
都

市
整

備
局

都
市

づ
く

り
政

策
部

開
発

企
画

課
、

緑
地

景
観

課
、

千
代

田
区

環
境

安
全

部
環

境
・

温
暖

化
対

策
課

、
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
景

観
・

都
市

計
画

課
団

体
・

民
間

企
業

：
U
R
都

市
機

構
、

都
市

緑
化

機
構
、

三
菱

地
所

、
三

井
不

動
産

、
三

井
物

産
、

東
京

建
物

、
三

菱
地

所
設

計
、

地
域

環
境

計
画

、
P
a
c
i
f
i
c
 
S
p
a
t
i
a
l
 
S
o
l
u
t
i
o
n
s
、

小
岩

井
農

牧
、

乃
村

工
藝

社
、

N
P
O
法

人
地

域
環

境
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
大

丸
有

地
区

ま
ち

づ
く

り
協

議
会

、
N
P
O
法

人
大

丸
有

エ
リ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
協

会
他

※
○

印
は

外
部

有
識

者
と

し
て

招
へ

い
3
.

事
務
局

エ
コ
ッ

ツ
ェ
リ

ア
協

会
（

村
上

、
近

江
）

、
フ

ロ
ン

ト
ヤ

ー
ド

（
長

谷
川

隆
三

、
関

口
泰

子
）

当
エ
リ
ア
に
お
け
る
今
後
の
生
物
多
様
性
に
配
慮
し
た
緑
化
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

1)
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
に
当
た
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
種
（
当
エ
リ
ア
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
対
象
と
定
め
た
種
）

の
選
定
に
際
し
て
は
「フ

ェ
ア
な
」
視
点
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

2)
よ
り
多
く
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ
を
一
元
的
に
蓄

積
し
活
用

す
る
た
め
に
は
、
ビ
ル
単
位
の
個
別
の
緑
化
PT

(プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
)の

連
携
を
推
進
し
、
連
絡
会
を
通
じ
た
活
動
の
深
度
化
を
図
る
こ
と
。

3)
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
環
境
教
育
や
情
報
発
信
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

4)
エ
リ
ア
内
の
み
な
ら
ず
、
皇
居
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
連
担
す
る
広
域
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

を
目
指
す
こ
と
。

が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
、
面
的
な
ま
ち
づ
く
り
活
動
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
で
、
当
エ
リ
ア
が
先
導

的
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
活
動
プ
ロ
セ
ス
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
東
京
都
内
、
日
本
国
内
へ
連
携
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
広
が
っ
て
い
く
。
特
に
、
超
高
集
積
な
都
心
業
務
地
区
の
中
に
皇
居
を
擁
す
る
当
エ
リ
ア
は
、
世
界
的
に
み

て
も
注
目
度

が
高

い
と
考

え
ら
れ
、
都

市
に
お
け
る
生

物
多

様
性

の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
な
り
得

る
。

昨
年
度
委
員
会
に
お
い
て
は
、
環
境
影
響
項
目
の
一
つ
で
あ
る
生
物
多
様
性
に
つ
い
て
、
大
丸
有
エ
リ
ア
お
よ
び

周
辺
地
区
と
の
連
携
に
よ
り
、
皇
居
を
中

心
と
し
た
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
理
解
を
深
め
、
エ
リ
ア
の
目
標

像
を
定
め
、
は
ぐ
く
む
緑
と
つ
な
げ
る
緑
の
整

備
を
推
進
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
生
物
相
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
、
デ
ー
タ
蓄
積
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
や
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
た
情
報
発
信
や
普

及
啓
発
等
の
担
い
手
と
し
て
、
大
丸
有
エ
リ
ア
生
物
多
様
性
連
絡
会
(仮

称
)の

発
足
が

提
案
さ
れ
た
。
本
年
度
委
員

会
は
、
昨
年
度
の
成
果
を
受

け
、
具
体
的
な
活
動

計
画

の
実

施
に
向
け
て
、
ま
た
、
そ
の
際
に
必
要
な
各
種
上

位
計

画
や
行
政
施
策
と
の
連

携
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。

２
．
検
討
委
員
会
の
実
施
体
制

３
．
昨
年
度
検
討
委
員
会
に
よ
り
示
さ
れ
た
課
題

１
．
実
施
の
目
的

５
．
フ
ェ
ア
ネ
ス
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
活
動
と
は

皇
居
を
擁
す
る
都
心
な
ら
で
は
の
、
現
在
の
潜
在
自
然
植
生
に
も
と
づ
く
フ
ェ
ア
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
発
信
が
エ
リ
ア
の
ブ
ラ
ン
ド
を
一
層
高
め
る
（
座
長
）

４
．
今
年
度
検
討
委
員
会
に
よ
り
示
さ
れ
た
課
題

（
株
）
三
菱
地
所
設
計
/（
一

社
）
エ
コ
ッ
ツ
ェ
リ
ア
協

会

ま
た
、
今
後
の
課
題
と
し
て
以
下
の
7
つ
の
論
点
が
、
次
年
度
の
継
続
的
な
検
討
課
題
と
し
て
示
さ
れ
た
。

①
広
域

な
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
調

査
と

そ
れ

を
支

え
る

公
的
支
援
、
上
位
計
画
の
存
在
の
検
討

②
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

活
動

の
範

囲
に

つ
い

て
の

検
討

③
流
域

や
地

政
学

的
な

つ
な

が
り

を
も

っ
た

、
敷

地
を
超
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
つ
く
り
方
の
検
討

④
大
丸

有
地

区
な

ら
で

は
の

文
化

と
し

て
醸

成
し

て
い
く
ア
ク
シ
ョ
ン
の
検
討

⑤
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

活
動

の
継

続
性

を
担

保
す

る
活

用
方
法
と
支
援
策
の
検
討
。

⑥
都
市

型
の

生
物

多
様

性
緑

地
空

間
の

あ
り

方
の

議
論
の
深
化
。

⑦
敷
地

を
超

え
た

範
囲

に
対

す
る

緑
化

等
を

、
特

区
等
の
都
市
貢
献
項
目
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
の
検
討

地
区
の
潜
在
自
然
植
生
に
お
け
る

気
候

変
動

の
様

相
を
把

握

地
区
の
生
息
種
に
お
け
る

人
為

的
導

入
等

の
様

相
を
把

握

フ
ェ

ア
な

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
種

の
選

定
よ

り
、

継
続

し
た

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

結
果

へ
の

信
頼

性
は

高
ま

り
、

都
市

の
生

物
多

様
性

に
関

す
る

貴
重

な
情

報
と

し
て

の
意

義
を

獲
得

で
き

る
。

ま
た

、
環

境
教

育
や

啓
発

か
ら

、
ア

セ
ス

メ
ン
ト

の
環

境
影

響
評

価
と

し
て

、
学

術
的

な
基

礎
デ

ー
タ

と
し

て
な

ど
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

結
果

の
利

活
用

の
可

能
性

も
拡

が
る

。

生
物
多
様
性
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
際
に
は
、
進
展
す
る
気
候
変
動
や
人
為
的
影
響
を
客

観
的
に

把
握

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
以
下
の
2
点
が
必
要
。

1
)

恣
意
性
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
、
フ
ラ
ッ
ト
に
事
実
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る

2
)

事
実
を
事
実
と
し
て
認
識
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る

＜
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
種

の
選

定
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
例

＞



平
成

2
6
年

度
都

市
緑

地
に

お
け

る
生

物
多

様
性

に
配

慮
し

た
新

た
な

評
価

の
方

向
性

に
つ

い
て

の
検

討
委

員
会

概
要

版

６
．
大
丸
有
エ
リ
ア
生
物
多
様
性
連
絡
会
(仮

称
)の

活
動
推
進
ス
キ
ー
ム
の
検
討

図
大

丸
有

エ
リ

ア
生

物
多

様
性

連
絡

会
（

仮
称

）
の

役
割

と
連

携

９
．
今
後
期
待
さ
れ
る
活
動
の
方
向
性

８
．
当
地
区
に
お
け
る
具
体
的
な
取
り
組
み
の
方
向
性

連
絡

会
と

連
携

す
る

各
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
の

メ
リ

ッ
ト

と
、

相
互

に
W
I
N
-
W
I
N
と

な
る

役
割

に
つ

い
て

整
理

さ
れ

た
。

ビ
ル
単
位
の
緑
地
PT

↓
エ
リ
ア
単
位
の
連
絡
会

↓
連
絡
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

エ
リ
ア
内
の
み
な
ら
ず
、
皇
居
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

連
担
す
る
広
域
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
へ

７
．
オ
ー
プ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
な
DB
の
構
築
と
そ
の
活
用
に
つ
い
て

1）
大
丸
有
エ
リ
ア
の
生
物
多
様
性
連
絡
会
の
着
実
な
推
進

→
準
備
会
を
発
足
さ
せ
る
。

2）
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
一
元
化

→
準
備
会
に
よ
り
UR
等
の
活
動
と
の
連
携
を
深
度
化
す
る
。

3）
エ
リ
ア
生
物
多
様
性
連
絡
会
と
行
政
と
の
連
携

→
準
備
会
に
よ
り
東
京
都
を
は
じ
め
と
す
る
公
的
機
関
と

生
物
多
様
性
連
絡
会
の
連
携
を
深
度
化
す
る
。

→
民
有
緑
地
の
敷
地
を
越
え
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
関
す
る
価
値
評
価
と

都
市
計
画
的
な
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ビ
ル
管
理
業
務
と
し
て

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

千
代

田
区

い
き
も
の
さ
が
し

市
民

参
加

型
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

既
存

ま
た
は
今

後
予

定
さ
れ
る
生
物
相
調
査

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ

の
蓄

積
と
共

有

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
・
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
検

討
（
供

給
地

と
の
広

域
連

携
）

2
0
2
0
年

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向

け
た
都

心
の
み
ど
り
充

実
の
た
め
に
は
、
地

域
（
多

摩
地

区
を
含

む
）
と
の
連

携
が

重
要

(仮
説

）
。
供

給
地

の
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り
や
地

域
産

業
再

生
支

援
の
切

り
口

を
も
っ
た

都
心

の
緑

環
境

改
善

を
検

討
し
て
い
く
。

地
方
と
都
心
の
W
IN
-
W
IN
の
関
係
構
築
へ

（ビ
ジ
ネ
ス
創

生
の
可

能
性
）

多
様
な
連
携
に
よ
り
、
個
々
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
や

運
営
コ
ス
トの

低
減
へ
結
び
つ
け
る

○
皇
居
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
ネ
ッ
トワ

ー
ク
の
語
り
部
と
な
る

イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
人
材
育
成
支
援
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用

＜
例

＞
・
研

修
会

用
教

材
と
し
て

・
認

定
試

験
の
実

施
・
フ
ィ
ー
ル
ド
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
実

施
時

の
図

鑑
・
解

説
ツ
ー
ル
と
し
て

・
2
0
2
0
年

の
オ
リ
・
パ
ラ
や
国

際
会

議
時

の
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

多
言

語
で
の
対

応
が
重

要
→

職
能

資
格

化
、
有

料
事

業
化

を
視

野
に

【
課

題
】

N
P
O
法

人
大

丸
有

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
協

会
等

と
の
連

携
（
エ
リ
ア
の
既

存
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活

用
）

・
丸

の
内

ウ
ォ
ー
ク
ガ
イ
ド
（
現

在
は
東

京
シ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ク
ラ
ブ
と
連

携
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ガ
イ
ド
と
し
て
運

用
中

）
・
丸

の
内

検
定

（
大

丸
有

・
皇

居
周

辺
地

区
の
薀

蓄
が
凝

縮
）

・
エ
コ
キ
ッ
ズ
探

検
隊

（
小
学
生
向
け
環

境
教

育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中

に
既

に
森

を
巡

る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
あ
る
）

既
存
調
査
や

研
究

ス
ト
ッ
ク
の
活

用

共
通
の
ツ
ー
ル
で

収
集

デ
ー
タ
を
共

有

（
株
）
三
菱
地
所
設
計
/（
一

社
）
エ
コ
ッ
ツ
ェ
リ
ア
協

会



２．取り組み概要

１．背景と課題

エコッツェリア協会平成27年度 国交省委託事業︓都⼼部における⺠間開発と連携した効果的な
緑の配置・ネットワーク化に関する調査検討調査の概要(委託業務実施要領より抜粋)

都⼼部における緑化推進検討会
（東京都、(公財) 都市緑化機構、(⼀社)⼤丸有環境共⽣型まちづくり推進協会）

取組①
エリアとしての緑地価値モニタリングとそのデータ集積活動の
検討および試⾏、さらにはデータ共有システム構築の検討
取組②
広域的なデータ集積⽅法の検討、及びエリアの特徴を
活かした官⺠連携、事業連携による効果的な緑の配置や
緑のネットワーク構築の⽅法の検討
取組③
⺠間緑地の価値創造と発信を継続的に誘導する⽅策
(インセンティブ等)の検討

本調査では、東京都千代⽥区において、⺠間開発の先駆的取組
みとして、緑のネットワーク機能の確⽴に向けた関係主体が、協働で
実施する仕組みづくりについて調査・分析するとともに、官⺠及び事
業者連携による、広域的な緑地の機能発揮に向けた、エリアを超え
た連携⼿法、及びネットワーク化の活動を誘発する⽅策について検
討することを⽬的とする。

現在、我が国においては少⼦⾼齢化を⾒据えた都市の再構築が
求められており、そのためには、コンパクト化とネットワーク化された都市
における緑地空間の持つ価値を、⺠間の公益活動にうまく取り込み、
発揮していく仕組みが重要になりつつある。特に都⼼の開発地域にお
いては、地域の魅⼒創出・資産価値向上等を⽬的に、緑の質と機
能を重視した環境整備が積極的に進められている。
しかし、これらの開発地域では、各事業の開発時期が異なる等の

理由により、緑のネットワークの創出にあたって、事業間や周辺地域と
の連携・調整が⼗分に図られていないなど、都市スケール的には良好
な都市環境空間の創出に繋がらない状況が⾒受けられる。

参考︓過年度調査 H26年集約型都市形成のための計画的な
緑地環境形成実証調査 都⼼部における緑のネットワーク形成
⽅策の検討調査(都⼼部緑化推進協議会)

①②③の成果を報告書に取りまとめる。取りまとめにあたっては、各検討内容を整理し、全国の類似の課題を抱える地域に
おいて、官⺠連携による緑地価値のネットワーク構築のために活⽤できるよう留意すべきポイントをまとめる。

３．成果イメージ

４．実施体制およびスケジュール（予定）
実施主体 都⼼部における緑化推進検討会（東京都、(公財) 都市緑化機構、(⼀社)⼤丸有環境共⽣型まちづくり推進協会）
① 円卓会議の実施（全3回）

第⼀回 平成27年8⽉下旬、第2回 平成27年11⽉上旬、第3回 平成1⽉中旬
参加者(予定)︓東京⼤学 横張教授、慶応義塾⼤学 ⼀ノ瀬教授、インターリスク総研 原⼝⽒

国交省、東京都、千代⽥区、UR都市機構、NPO法⼈地域⾃然情報ネットワーク、⺠間企業 等
②作業部会︓モニタリング部会（全2回） 10⽉頃発⾜ モデルエリア（⼤丸有地区）におけるいきものモニタリングを試⾏
③作業部会︓緑化ネットワーク部会（全2回）11⽉頃発⾜ 周辺⾃治体、⺠間企業等による連携を⽬指す。

進捗報告 平成27年10⽉頃 成果報告会 平成28年2⽉頃 報告書提出期限 平成28年3⽉4⽇

資料５
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新エターナル ＜第 35号＞ 
 

「オリンピック・アジェンダ 2020」が示唆する持続可能な成長への処方箋 

～ アベノミクス第 3の矢は、自然資本に打ち込むべし ～ 

 
１． はじめに 

2014 年 12 月 8 日、国際オリンピック委員会（IOC）の第 127 次総会で、オリンピック・ムーブメ

ント改革の戦略的ロードマップ「オリンピック・アジェンダ 2020」の全 40 項目が全会一致で承認さ

れました。 

この改革案は、招致プロセスの改革と持続可能な開発を重視するトーマス・バッハ IOC会長の意思

に基づいて約 1年をかけて作成されたものです。会長の指示で 14のワーキング・グループが設置され

（図表 1）、IOC理事会、オリンピック・サミット、IOCの各委員会への諮問を経て、IOC関係者の合

意形成が進められました。これと並行して、オリンピック・ムーブメント関係者のみならず、様々な

ステークホルダー（学識者、NGO、ビジネス、等）から 1,200 のアイデアと 43,500 通の電子メール

を集めて、ワーキング・グループに共有するというマルチ・ステークホルダー・プロセスを経ていま

す。1) 

このアジェンダに沿った招致プロセスが適用されるのは 2024 年の夏季オリンピックからとされて

いますが、すでに準備を進めている大会についても考慮される可能性があります。平昌（2018年）や

東京（2020年）での分散開催や東京での野球・ソフトボール復活などが巷間で議論となっているのは、

アジェンダの内容が引き金になっています。 

しかしながら、アジェンダが提言しているのは、このような個別の事情ではなく、「持続可能性

（sustainability）」「信頼性（credibility）」「若者（youth）」を重点テーマとすることによって、唯一

無二の存在であるオリンピック競技大会を堅守し、社会におけるスポーツの存在を強化することです。 

本稿では、この IOCのビジョンを踏まえて、東京オリンピックを機会に日本の社会やビジネスのす

すむべき方向を考察いたします。 

 

図表 1 アジェンダ開発のために設置された 14のワーキング・グループ名（仮訳） 

オリンピック競技大会の唯一性 

WG1：招致手続き WG2：持続可能性とレガシー 

WG3：オリンピック競技大会の差別化 WG4：オリンピックプログラムの構成手続き 

WG5：オリンピック競技大会のマネジメント 

オリンピック・ムーブメントの核心としてのアスリート 

WG6：クリーンアスリートの保護  

オリンピズムの活動：1年 365日、オリンピズムを生かす 

WG7：オリンピック・チャンネル WG8：若者戦略を含めたオリンピズムの活動 

WG9：ユース・オリンピック・ゲーム WG10：文化に関する方針 

IOCの役割：多様性における統一 

WG11：よいガバナンスと自治 WG12：倫理 

WG13：スポンサー、ライセンス、販売の戦略的レビュー 

IOCの構造と組織 

WG14：IOC会員資格 
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２．アジェンダが重視する持続可能性 

バッハ会長が重視する持続可能な開発の考え方が強く反映されているのが、WG1（提言 1, 2）と

WG2（提言 4, 5）の提言です。バッハ会長の以下の発言は、これらを端的に表しています。 

「招致プロセスをより（候補都市への）要請とするために、私は考え方を少し変えることに挑戦し

ます。私は、オリンピック競技大会が、候補都市にとって、いかに彼らの長期的な都市、地域、そし

て国の開発に調和し、彼らの環境の持続可能な開発に貢献しうるかを学んでほしいと思っています。」

2) 

 

図表 2 オリンピック・アジェンダ 2020の持続可能性に関する提言とその要点（抄訳） 

提言 1：招致プロセスが（候補都市への）要請となるように改変する。 

「IOC は、候補都市が彼らのスポーツ、経済、社会、環境に関する長期計画にもっとも適するオリン

ピック事業を提案するように要請する」という新たな哲学を導入する。 

・既存施設の最大限の使用、仮設及び組立式施設の使用の推進 

・持続可能性を特に理由として、主催都市以外、例外的に開催国以外、での予選の開催の推奨 

・持続可能性と地勢を特に理由として、主催都市以外、例外的に開催国以外、での競技の開催の推奨 

等 

提言 2：重要な機会とリスクのアセスメントによって候補都市を評価する。 

評価委員会の報告書は、持続可能性とレガシーに強く焦点を合わせることによってより顕在化するリ

スクと機会を提示する。 

・IOC は、既存施設の最大限の使用及び長期的な施設需要が存在しないか正当化できない場所での仮

設及び組立式施設の使用について、プラス側面として考慮 

・委員会が、持続可能性とレガシーに特に焦点を合わせて、社会、経済、政局のようなテーマについ

て、第三者や独立した者のアドバイスは有益 

等 

提言 4：オリンピック競技大会のすべての側面に持続可能性を含める。 

IOC は、持続可能性に関してより率先した立場とリーダーシップをとり、オリンピック競技大会の計

画と開催のすべての側面に持続可能性を含めることを確実にする。 

・潜在的及び実際のオリンピック競技大会組織委員会が、彼らの事業のすべての段階において、経済

面、社会面、環境面を包括する持続可能性手段を統合し、導入できるようにするために持続可能性戦

略を開発する。 

・新たに選定された組織委員会が、組織全体に持続可能性を統合する最良のガバナンスを確立できる

ように支援する。 

・ICOは、組織委員会と世界オリンピック開催都市連盟（UMVO）のような外部組織の力を借りて、

競技大会終了後にレガシーをモニタリングすることを確実にする。 

提言 5：オリンピック・ムーブメントの日々の活動に持続可能性を含める。 

IOCは、持続可能性原則を内部化する。 

・IOCは、自らの日々の活動に持続可能性を含める。（物品とサービスの調達、移動による二酸化炭素

排出、本部統合への最良の持続可能性基準の適用） 

・ICO は、オリンピック・ムーブメントのステークホルダーに彼らの組織や活動に持続可能性を統合

できるように取り組む。（推奨事項の開発、ベストプラクティス集やスコアカードといったツールの提

供、関係者間の情報交換の仕組みの提供、オリンピック・ソリダリティのような既存のルートを通じ

た導入への支援） 

・IOCは、以上を達成するために、UNEP（国連環境計画）のような関連外部組織と協働する。 

 

約 1年前に東京オリンピック特需を当て込んで建設・不動産業界が盛り上がった論調は、すでに IOC

のビジョンとずれていたことがわかります。また、このアジェンダがもし早く出ていれば、新国立競

技場のコンペのプロセスと結果に影響を与えたことは想像に難くありません。 

舛添東京都知事は、すでに一部施設の建設中止と他県の既存施設での分散開催、そして東日本大震

災被災地での競技開催について表明しています。これに対する批判の声もありますが、IOC のビジョ

ンが国内で適切に報道されていないことが理由と言えます。 
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３．持続可能性を追求したロンドン大会に日本が学ぶべきこと 

IOC の持続可能性に対する方針は、今回初めて提示されたわけではなく、従来から取り組まれてき

たものです。3) 1992年の地球サミットの際に、IOCは、スポーツが地球環境問題に対して積極的な役

割を果たすことができると気づき、スポーツ、文化に加え、環境を第三の柱に位置付け、持続可能な

オリンピックを目指すようになりました。

オリンピック憲章の 1994 年改正では、IOC の役割に「環境問題への責任ある関心を示すという条件

のもとでオリンピック競技大会が開催されるよう配慮する」が追加されました。このパラグラフはそ

の後何回か改正され、現在は「環境問題に関心を持ち、啓発・実践を通してその責任を果たすととも

に、スポーツ界において、特にオリンピック競技大会開催について持続可能な開発を促進すること。」

となっており、オリンピック競技大会での持続可能性に対する責任がより明確にされています。 

また、IOC は 1999年に「オリンピックムーブメンツ アジェンダ 21 － 持続可能な開発のための

スポーツ」を採択しました。そして 2005 年には、このアジェンダを実施するためのツール「IOC スポ

ーツと環境・競技別ガイドブック」を発行しています。

こうした IOC のビジョンを踏まえて、大会全体を通じて持続可能性を追求したのが、ロンドン・オ

リンピック・パラリンピック競技大会です。4)

図表 3 ロンドン大会の持続可能性への道のり 

 2004年 10月 立候補ファイル提出（「環境と気象」の章で、持続可能性を強調） 

 2005年 7 月 開催地に選定 

 2005年 10月 ロンドン・オリンピック・パラリンピック組織委員会（LOCOG）設立

 2006年 3 月 オリンピック会場建設委員会（ODA）設立

 2006年 7 月 LOCOG が「ロンドン 2012持続可能性方針」発表

持続可能性の枠組みとして、「気候変動」、「廃棄物」、「生物多様性」、

「インクルージョン」、「健康的な生活」を基本テーマに

 2007年 11月 LOCOG が「Towards a One Planet 2012」発表（持続可能性計画として）

 2007年 11月 英国規格「BS8901：イベントの持続可能性マネジメントシステム」発行

 2008年 10月 ODAが「生物多様性行動計画」発表

 2008年 11月 LOCOG が「持続可能な原材料調達規則」発表

 2009年 9 月 「BS8901」改訂

 2009年 12月 LOCOG が「ロンドン 2012持続可能性方針：Towards a One Planet 2012」

第 2版発表

 2009年 12月 LOCOG が「持続可能な原材料調達規則」第 2版発表

 2010年 5 月 ODAが交通整備計画で BS8901 認証登録

 2011 年 4月 LOCOG が「ロンドン 2012 持続可能性報告書」発行

 2011 年 7月 LOCOG が「持続可能な原材料調達規則」第 3版発表

 2011 年 9月 LOCOG が BS8901 認証登録

 2011 年 10月 ODAが「持続可能な開発戦略」発行

 2012年 4 月 大ロンドン庁も市の運営業務について BS8901認証登録

 2012年 4 月 LOCOG が「ロンドン 2012 競技大会前 持続可能性報告書」発行

 2012年 6 月 「ISO20121」発行（BS8901 を基にした国際標準規格）

LOCOG と ODAが BS8901 から移行

 2012年 7 月 ロンドン大会開幕

 2012年 12月 LOCOG が「ロンドン 2012 競技大会後 持続可能性報告書」発行
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ロンドン大会で持続可能性に取り組んだチームは、当初は、BS8901 や ISO20121 のような指針もな

く、手探りのスタートでしたが、単なるエコ五輪（green Games）にならないように、持続可能性を網

羅的にホリスティックに捉えようと努めたということです。5) こうした取り組みの結果、それぞれの

基本テーマで、定量化可能な成果を達成しています。 

もうひとつ重要なことは、こうした戦略的アプローチの結果、レガシーとしてロンドンの活性化に

つながっていることです。世界の都市総合力ランキング（森記念財団都市戦略研究所）では、ロンド

ンは 2012年から 3 年連続で 1位と評価されています。 

舛添都知事は、2014年 10月末のロンドン視察を終えて東京オリンピック関係者の中で「オリンピッ

クが終わってどうするのですかということの議論がまだ十分」ではないことに危機感を覚えたようで

す。6)
 

 

４．サステナビリティ視点から見たレガシーの残し方 

 現在足踏みしているとされるアベノミクス第 3 の矢は、既存のルールを変えること（構造改革）で

すが、以上の検討から見えてくるのは、サステナビリティ視点に立つことによって、持続可能な成長

につながるレガシーを東京や日本に残す可能性が広がるということです。ここでは、エネルギー、持

続可能な調達、土地利用の観点から具体的に検証し、構造改革による持続可能な成長の萌芽を見つけ

たいと思います。 

 

① エネルギー 

東京オリンピックの気候変動対策として、再生可能エネルギーの導入を促進し、グリーン電力証書

の利用等によって、カーボンニュートラルを目指すことが提案されています。一方で、国際的に低い

とされる日本の建築物の断熱性能等の改善による負荷の低減の視点が抜け落ちています。ちなみに、

カーボンニュートラルはロンドン大会でも当初掲げられましたが、測定範囲の設定と検証が困難とい

うことで、低炭素に目標が変更されています。 

2014 年 4 月に閣議決定した新たなエネルギー基本計画では、2020 年までに新築建築物について段

階的に省エネ基準の適合を義務化することが盛り込まれました。これを受けて、2014 年 12 月 18 日に

国土交通省から住宅や建築物の省エネ基準適合義務化のあり方が提案されました。対応能力が低い事

業者への配慮から段階的に義務化するようですが、東京オリンピック関連事業では先行して高い基準

の導入と事業者の能力向上支援によって、エネルギー効率化、創エネに加えて、高断熱化ビジネスと

いうレガシーを残すべきと考えます。 

これにより東京の一次エネルギー消費量が削減すれば、近年の都市部での短期集中豪雨の原因のと

されるヒートアイランド現象の緩和につながり、パッシブな国土強靭化策にもなります。 

 

② 持続可能な調達 

ロンドン大会では、LOCOG と ODAともに持続可能な原材料調達を進めました。たとえば木材及び

木材製品については合法性と持続可能性が確認されたものとし、とくにオリンピックパークでは、

100％認証材（FSCと PEFC）使用を達成しています。7) 欧米ではすでに、違法木材が流通しないよう

に米国レーシー法（2008 年）、EU木材法（2010年）によって規制しています。 

日本政府は規制による合法性確認についてこれまで明確な姿勢を示しておらず、環境 NGOや国産材

や認証材を供給及び使用する事業者から疑問の声が上がっていました。 

2014 年 12 月 15 日にグリーン購入法に基づく特定調達品目検討会において、コンクリート型枠用合

板を追加することが政府より提案されました。8) 林野庁によれば、合板型枠の市場規模のほとんどが

輸入製品ですが、今後国内合板メーカーの供給能力を上げることによって、2017 年末までに市場の 3

分の 1をまかなえると試算しています。 

構造用合板についてはすでに 2006年に登録されていますが、今回合板型枠登録も閣議決定されれば、
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日本の合法性確認規制が強化され、結果として国産材、認証材の利用が促進されます。従前よりこれ

らを積極的に使用してきた事業者にとっては、成長の機会がもたらされます。また、国産材の利用促

進は森林整備につながり、これもパッシブな国土強靭化策になります。 

東京オリンピック関連事業では、ロンドン大会がベンチマークになると、合法性確認のみでは不十

分ということになるでしょう。国産材、認証材の利用などグリーン購入法を超える基準を設定する必

要がありそうです。 

また、東京オリンピックで使用される食料品、日用品、衣料品の原料についても課題になると思わ

れます。多くの食料品、日用品に使用されているパーム油、EU では禁止されているネオニコチノイド

系農薬の使用が緩和される国産農産物、環境汚染と児童労働等が問題となっているコットン、等々、

サステナビリティの視点に立って組織委員会がどのような基準を設定するによって、持続可能な成長

へのレガシーが変わってきます。 

 

③ 土地利用 

ODA は 2008 年に「生物多様性行動計画」を策定し、ロンドン・オリンピック・パークの整備をす

すめました。産業革命以来の土壌汚染が蓄積した工場跡地が大半であった 246 ヘクタールの土地を、

多くの生物の生息空間に変え、過去 100年間で欧州最大の公園にしたのです。9)
 

例えば、整備の際の保護対策として、生物が生息している場所は、現場にいる生態学者が文書で了

解しない限り、どこも壊すことはできないルールを適用しました。4 千匹のイモリを、安全な池に移動

させたり、丸太の壁で無脊椎動物が新たな生息地に避難できるようにしたり、希少種に限定しない数

多くの保護対策の積み重ねによって、生物多様性の大きな向上を実現しています。 

東京オリンピックの立候補ファイルには、競技会場・選手村が整備される臨海部の緑化面積以外に

は、生物多様性に関する言及はありません。少なくとも東京都が策定している生物多様性地域戦略「緑

施策の新展開～生物多様性の保全に向けた基本戦略～」（2012年）を踏まえた具体策が求められます。 

また、臨海部の緑化以上に、皇居を核とする生態系ネットワークの構築（新国立競技場も含む）は

レガシーとなり、観光都市としての価値も向上させることにつながります。また、生物多様性を向上

させる土地利用は、都市型洪水を抑制する Low Impact Development と考えられており、これもパッシ

ブな国土強靭化策になります。 

 

５．最後に 

本稿で、IOC のビジョンを踏まえて検討した持続可能な成長への処方箋は、従来の開発やビジネス

のモデルの作り直しの必要性を示唆しています。こうしたアプローチは、自然資本（空気、水、土地、

森林、生物多様性、等）を豊かにするグリーン経済として国際的に議論が進んでいます。 

2010 年の生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）で採択された愛知目標では「遅くとも 2020

年までに、．．．生物多様性に有害な奨励措置（補助金を含む）が廃止され、段階的に廃止され、又は改

革され、また、生物多様性の保全及び持続可能な利用のための正の奨励措置が策定され、適用される。」

とあり、既存の有害な岩盤規制の撤廃が国際公約として求められています。 

東京オリンピックを実戦の場としてサステナビリティ視点で構造改革をすすめられるかどうかが、

2020年以降の日本のあり方に多大なる影響を及ぼすと考えます。 
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特　集

はじめに

　この１、２年、再開発事業の環境配慮事項にお
いて「生物多様性」を謳う事業者が増えている（図
１）。一方、建設会社も、生物多様性に配慮した施
設設計を支援するツールの開発を競い合っている。
また、こうした再開発事業を生物多様性の観点か
ら評価・認証する制度もいくつか存在する（図２）。

　図１の施設では、生物多様性に配慮した施設設
計を主に外構の緑地において実施している。これ
らの施設の一部も取得している「いきもの共生事
業所®認証（都市・SC版）」が審査基準としている

「いきもの共生事業所®推進ガイドライン」及び「土
地利用通信簿®（都市・SC版）」（企業と生物多様
性イニシアティブ（JBIB）が作成）では、下記の
ような原則で施設の緑地を評価している。

都市と生物多様性
～再開発にかかわる人々の責務～

　生物多様性条約制定（1992年）からCOP10（2010年）において採択された愛知目標※までの
国際合意を受け、国レベルのアクションプランが作成され、地方自治体の地域戦略が策定される
動きが強まっています。都市における生物多様性の保全が求められている中、再開発における先進
的な取り組みも出始め、今後のさらなる進展を目指して制度上のインセンティブを検討する流れも
始まっています。本特集では、これまでの議論や現況を説明した上で将来的なトレンドを示し、都
市における生物多様性保全の一翼を担う立場にあることを再開発にかかわる人々にアナウンスする
ことを狙いとしています。 （会報委員会）

※）生物多様性条約の目的を達成するために設定された2010年以降の新たな世界目標。正式名称は「生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知目標」。
2050年までの長期目標として「自然と共生する世界」の実現。2020年までの短期目標は「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行
動を実施する」ことであり、この達成のために5つの戦略目標と20の個別目標（愛知目標）を設定。

千代田区 ・三井住友海上駿河台ビル／駿河台新館
・大手町タワー
・（仮称）大手町１－１計画（Ａ棟・Ｂ棟）
・大手町連鎖型都市再生プロジェクト第3次事業

港区 ・アークヒルズ仙石山森タワー
・アークヒルズサウスタワー
・六本木ヒルズクロスポイント
・虎ノ門ヒルズ

新宿区 ・大日本印刷市谷工場整備計画

図１　皇居との生態系ネットワークを意識した東京都心
の再開発事業

図２　いきもの共生事業所 ®認証（都市・SC版）を取
得した事業事例

（出典：各事業者のプレスリリース）

上段左から：三井住友海上 駿河台ビル／駿河台新館、 大手町タワー、
（仮称）大手町１－１計画（Ａ棟・Ｂ棟）
下段左から：大手町連鎖型都市再生プロジェクト第３次事業、アー
クヒルズサウスタワー

Ⅰ．生物多様性に貢献する環境づくり
　　その地域に本来生息・生育可能な生物がなるべく多く生
息・生育できる緑地作りという視点から、企業緑地の面積



特　集     都市と生物多様性

132014 No.169

　生物多様性に貢献する環境づくりの実現には、
生
エコロジカル

態系ネットワークを理解する必要がある。環境
省は、生態系ネットワークについて次のように解
説している。
　「生態系の拠点の適切な配置やつながりのことを
エコロジカル・ネットワークと呼び、その形成に
あたっては核となる地域（コアエリア）及び、そ
の地域の外部との相互影響を軽減するための
緩
バッファゾーン

衝地域を適切に配置、保全するとともに、生物
の分散・移動を可能として個体群の交流を促進し、
種や遺伝的な多様性を保全するため、これらの生
物の生息・生育地をつなげる生態的な回

コリドー

廊を確保
することを基本とする」
　例えば、三井住友海上駿河台ビル／駿河台新館
では、皇居と上野の不忍池をコアエリアと位置づ
け、GISによる解析に基づいて野鳥が行き来しやす

いように緑地の質と量を充実することによって、
生態的な回廊がつながることを目指した。同様の
構想が図１の各再開発事業では立てられている。
　このような大きな視野での構想を施設の外構設
計に具体的に落とし込むために、おおよそ２つの
手法がとられている。ひとつは、比較的まとまっ
た緑地が確保できる場合に、その土地に本来ある
べき植物群落（高木層、中木層、低木層、草本の
まとまり）を植生学の知見から確定し、それを構
成する樹木や草本を調達し、自然の樹林や草地を
お手本に植栽するという手法である。これは、ア
ークヒルズ仙石山森タワーや大手町タワーで実施
された。もうひとつは、まとまった緑地が確保で
きない場合や既存の植栽がある場合に、植物群落
だけにこだわらず、野鳥や昆虫などの餌資源となっ
たり営巣場所になったりする観点から、園芸種も
含めて植栽を選定して配置する手法が、三井住友
海上駿河台ビル／駿河台新館や（仮称）大手町１
－１計画（Ａ棟・Ｂ棟）などで実施された。
　以上のように、個別の再開発事業で実験的な取
り組みが進んでいるが、なぜこうした潮流が生ま
れてきたのか、またこれが都市計画・管理のスケ
ールでどのような意義をもってくるのか、本稿で
は都市計画や都市開発と生物多様性のかかわりと
展望について、国内外の経緯と動向を踏まえて解
説する。その上で、都市再開発にかかわる地方公
共団体や企業こそが都市における生物多様性保全
の責務を担う立場にあることを示していきたい。

生物多様性が
人類の取り組み課題となった経緯

　1992年にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開
催された国連環境開発会議（地球サミット）にお
いて、気候変動枠組み条約と並ぶ双子の条約とし
て、「生物多様性条約」が採択された（正式名称は
Convention on Biological Diversity（略称；CBD）
であり、「生物の多様性に関する条約」と訳されて
いる）。このときから、生物多様性は人類全体で取
り組むべき課題となった。

や構造、まとまり度合い、つながり度合い、地域に根ざした
植生などといった緑地のハード面を中心に評価を行います。
Ⅱ．生物多様性に配慮した維持管理（自然の循環を活かした
持続可能な維持管理）
　　周辺の土地利用状況を踏まえつつ、灌水、施肥、病害虫
防除、除草、剪定、落葉処理などの維持管理において、自然
の循環を最大に活かすことが重要という視点から、化学物質
の適切な使用、水循環や物質循環への配慮、指標生物のモニ
タリングなどについて評価を行います。
Ⅲ．コミュニケーション活動（ステークホルダーとのコミュ
ニケーション）
　　生物多様性の取り組みを継続し効果の最大化を図るため
には、地域との協働や人材育成が重要という視点から、地域
との連携、多様な活用プログラムの推進、従業員の参画と担
い手の育成といった項目について評価を行います。

エコロジカル・ネットワークの概念図
（出典：三井住友海上）
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　この条約の前提となっている重要な文脈は、従
来の自然保護の概念である自然保護区の中で野生
生物を守るといった「原生自然」、「絶滅危惧種」
を重視する概念も含みながら、人類や生物の生命
維持装置である地球の自然システムすべてを守る
ことが重要であるという概念に拡大していること
である。従って、都市も生物多様性に大いにかか
わりがあるということになる。
　生物多様性という用語は英語の“biodiversity”
の訳語であり、1986年に保全生物学者のローゼン
（W. G. Rosen）が米国科学アカデミーなどが開催
したフォーラムの際に初めて用いた。このときロー
ゼンは、biological diversity（生物学的多様性）と
いう学術用語が論理的すぎるため、一般社会にも
伝わるよう柔らかくするためにlogicalを取って縮
めたとされている。
　保全生物学は70年代から80年代にかけて成立し
た若い学問で、衰退していく生態系を客観的に研
究する姿勢であったそれまでの生態学や生物学に
対して、その減少を元に戻すための手段を開発し
普及することを目指していた。それゆえ、生物学
的な多様性の危機を一般社会に訴える必要があっ
た。
　その後、国際政治の世界では生物多様性という
言葉はローゼンが意図した通り、自然を大切にし
たいという人々、さらに生物資源を持続可能な形
で利用している先住民らの思いと共鳴し、社会化
していった。そして、条約の発効に至ったのであ
る。
　前述のように生物多様性は、社会的な用語であ
るため学術的に定義をすることは難しいが、条約
では「すべての生物（陸上生態系、海洋その他の

水界生態系、これらが複合した生態系その他生息
又は生育の場のいかんを問わない）の間の変異性
をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及
び生態系の多様性を含む」と説明している。

生物多様性が先進国の都市行政や
開発事業者にかかわりが出てきた

　日本政府は、生物多様性条約に従って「生物多
様性国家戦略」を1995年に策定した。当時政府は
実施主体は国であると考えており、関係省庁の連
携がまず必要な状況であったため、地方公共団体
や企業の参画を促進することを戦略的にさほど重
視していなかった。この認識は、2002年に「新・
生物多様性国家戦略」に改訂されたときにも変わ
らなかった。
　一方、英国は1994年に国家戦略を策定し、それ
に従って1997年以降、ロンドンなど地方公共団体
が生物多様性行動計画を策定し、またそれを参照
して行動計画を策定する企業もいくつか存在して
いた。このように西ヨーロッパの一部では、生物
多様性に取り組むために産官学民連携の重要性が、
90年代後半から認識されていた。
　新・戦略策定後、日本政府は関係省庁の施策実
施状況の点検に加えて、地方公共団体、企業、
NGO等の取り組みについても調査した。これを踏
まえて2007年に策定された第三次生物多様性国家
戦略では、地方公共団体、企業、NGO、国民の参
画の促進について記述された。
　2008年、生物多様性条約第９回締約国会議（CB
D COP９、ドイツ・ボン）の開催に並行して、都
市の生物多様性と生

エコロジカル

態系ネットワークに関する国
際会議が初めて開催された（ドイツ・エルフルト）。
50カ国から参加した400名を超える研究者、都市計
画家、その他の専門家らは「エルフルト宣言」を
採択し、地球の生物多様性の損失を止めるために
都市における生物多様性が重要であることを訴え
た。これは、COP８（ブラジル・クリチバ）から
始まった地方公共団体の首長による生物多様性保
全のための国際パートナーシップ「都市と生物多

種内の多様性（遺伝子の多様性）・種間の多様性
（種の多様性）・生態系の多様性

（出典：「こども環境白書 2012」（環境省））
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様性イニシアティブ」の活動を科学の側面から後
押しするものである。「都市における生物多様性と
デザイン」（URBIO）と名付けられたこの国際ネッ
トワークはその後も活動を継続し、COPごとに国
際会議を開催し、宣言を採択している。
　またCOP９において、シンガポール政府が「都
市の生物多様性指標（CBI）」の開発を提唱し、
CBD事務局と連携しながら2009年にシンガポール
でCBIの開発に関する初の専門家会議を開催し、
CBIの素案が作成された。その後、複数の都市（ブ
リュッセル、クリチバ、エドモントン、モントリ
オール、名古屋、シンガポール、ワイタケーレ）
が試行した結果を持ち寄って討議し、COP10まで
に完成を見た。
　日本国内では国土交通省がこのCBIを参考に、
地方公共団体の生物多様性に係る行政計画の目標
設定や、施策の進捗管理ツールとして活用が可能
なものとして「都市の生物多様性指標（素案）」を

2013年に公表した。

生物多様性が日本の地方公共団体や
企業の責務になった経緯

　日本政府は、生物多様性条約第10回締約国会議
（CBD COP10）の招致を2007年１月に閣議了承し、
2008年５月にCOP９において日本開催が決定した。
　この政府の決断が契機となり、生物多様性の保
全に関する法律や施策を体系的に再構築するため
の基本法制定の必要性について、NGOや与野党の
一部議員の間で議論が活発化した。与野党共同提
案による議員立法として「生物多様性基本法」案
が国会に提出され、2008年５月に全会一致で可決・
成立し、６月に公布・施行された。この法律では、
国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体
の責務が明記され、地方公共団体は「生物多様性
地域戦略」策定の努力義務を規定された（図３）。
　基本法制定を受けて地方公共団体や企業に関す
る活動が活発化し（図４）、　「生物多様性戦略計画
2011-2020及び愛知目標」を踏まえて2012年９月国
家戦略が改訂され、都市地域については目標像も
示された（図５）。

Ⅰ . 都市
のプロフ
ィール

規模：行政区域面積、都市計画区域・市街化区域面積
人口：総人口・都市計画区域人口、人口密度
地勢：年間平均気温、年間降水量、標高

Ⅱ．
指標項目

生態系・
ハビタット
の多様性

指標１　緑地等の現況（都市におけ
る生物多様性確保のポテン
シャルを有する緑地等の割
合）

指標２　法令等に基づき確保されて
いる緑地等の状況（都市に
おける生物多様性確保のポ
テンシャルを有する法令等
による継続性のある緑地等
の割合）

指標３　都市におけるエコロジカル
ネットワークの状況

指標４　動植物種の状況（都市に生
息・生育する動植物種数の
状況）

生態系
サービス

指標５　生態系サービスの状況

都市の取組 指標６　行政の生物多様性取組状況
（都市の行政計画における生
物多様性の確保への配慮の
状況）

指標７　行政計画への住民等の参加
状況（生物多様性の確保に
関する都市の行政計画にお
ける住民・企業等の参加状
況）

都市の生物多様性指標（素案）
（国土交通省、2013 年）

（地方公共団体の責務）
　第五条 　地方公共団体は、基本原則にのっとり、生物の多
様性の保全及び持続可能な利用に関し、国の施策に準じた施
策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件
に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
（事業者の責務） 
　第六条 　事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を
行うに当たっては、事業活動が生物の多様性に及ぼす影響を
把握するとともに、他の事業者その他の関係者と連携を図り
つつ生物の多様性に配慮した事業活動を行うこと等により、
生物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努め
るものとする。 
（生物多様性地域戦略の策定等） 
　第十三条 　都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を
基本として、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村
の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に
関する基本的な計画（以下「生物多様性地域戦略」という。）
を定めるよう努めなければならない。 
　２ 　（以下省略）

図３　生物多様性基本法
（地方公共団体と企業の責務に関する部分の抜粋）
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都市と生物多様性に関する取り組みの
グローバルな指針

　2012年10月、CBD COP11（インド・ハイデラバ
ード）の期間中に、生物多様性と生態系サービス
に対する都市化の影響を初めてグローバルに評価し
た報告書「Cities and Biodiversity Outlook（CB
O）」が公表された。これはCBD事務局とストック
ホルム・レジリエンス・センター、ICLEI（持続可
能性を目指す自治体協議会）などによって作成さ
れたもので、URBIOのメンバーも参画している。
　CBOによれば、生物多様性や生態系に大きな影
響を与えるであろう都市の拡大が、2050年までに
史上最速で進む可能性がある。しかし、2030年ま
でに都市化すると予測される土地の60％以上がま
だ開発されていない状態である。すなわちこれは、
低炭素で資源効率性の高い都市開発を推進するこ
とによってグローバルな持続可能性を大幅に改善
するチャンスがあることを示しており、取り組み
次第で生物多様性と生活の質への悪影響を低減で
きるとしている。また、CBOはこの目標を実現す
るために、地方公共団体が中心的な役割を果たせ
ることを強調している。
　本稿では、今後の都市と生物多様性に関する取
り組みの指針となるCBOの10の重要事項を抄訳し
て掲載する。また、それぞれに関連する話題を紹

り、都市に居住しながらも幼い子どもたちが土の上で遊びや
冒険をしながら育っていく。また、こうした森や緑地の管理
は地域の大人が積極的に協力して行うことで、子どもも含め
た地域のコミュニティのつながりが強くなっている。企業等
の民間事業者の所有地においても緑地が確保され、生態系ネ
ットワークの拠点となっている。
　都市の郊外部の谷にある小規模な水田などで、保全活動が
活発に行われ、共同で管理される農地で人々がいきいきと農
作業などに携わるとともに、その作業のまわりで子どもたち
が魚取りや水遊びに歓声をあげている。
　都市住民が消費する食べものや木材について、生物多様性
の保全や持続可能な利用に配慮して生産したものや近郊で採
れたものを選ぶ人が増え、そうした商品に付加価値が付くこ
とが当然となるとともに、大きな公園で開催されるフェステ
ィバルなどで広く商品が紹介され、都市の消費者と近郊の農
業者などを結びつけている。こうした水と緑が豊かな都市は、
景観にすぐれ観光の拠点ともなることで活気にあふれてい
る。

【目指す方向】
・豊かな自然に包まれ、水と緑にあふれる都市づくりを周辺
地域と一体的に進める。

・緑地による生態系ネットワーク（エコロジカル・ネットワ
ーク）を形成し、都市における生物多様性の確保を図る。

・日常的な暮らしの中で身近な自然とのふれあいの場と機会
を確保する。

・地球規模の視点に立った持続可能な社会経済活動や消費行
動を定着させる。

【望ましい地域のイメージ】
　人口も含めてコンパクトになった市街地には、高エネルギ
ー効率、長寿命の建物が建ち並び、発達した公共交通が立派
に育った厚みのある街路樹の並木の中を移動している。また、
都市の中や臨海部には、低未利用地を活用して、明治神宮の
ような森と呼べる大規模な緑地が造成されることで各都市の
中にも巨木がそびえ、その上を猛禽類が悠々と空を舞うとと
もに、都市住民や子どもたちが身近に生物とふれあうことの
できる小さな空間が市街地内のあちこちに湧水なども活用し
て生まれている。これらの街路樹や緑地は地球温暖化対策や
ヒートアイランド現象の緩和、都市における良好な景観の形
成などにも貢献している。
　丘陵地や段丘崖沿いの緑地、河川、湧水地、海岸などを基
軸とし、都市内で樹林地や水辺地が保全、再生、創出され、
風の道が確保されるとともに、水循環の健全性の確保や健全
な生態系をネットワークにすることで生物多様性の回復が図
られている。土地利用に余裕が見いだせるようになった郊外
部では、森林や湿地などの自然の再生により、豊かな生態系
が回復している。また、その生物多様性の状態は市民が主体
となってモニタリングが行われている。
　地形の変化に富み、樹林を有する緑地が増え、学校や幼稚
園・保育園などには生物がたくさん生息するビオトープがあ

図５　生物多様性国家戦略2012－ 2020
（都市地域に関する部分の抜粋）

2008年 ４月 「企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）」
が発足

2009年 ３月 日本経団連・自然保護協議会「生物多様性宣言、
行動指針」を策定

　　　　 ８月 環境省「生物多様性民間参画ガイドライン」
を策定

　　　　 ９月 環境省「生物多様性地域戦略策定の手引き」
を発行

2010年 ３月 「生物多様性国家戦略2010」を策定
　生物多様性基本法に基づいて策定された初
の国家戦略

　　　  10月 COP10が愛知県名古屋市で開催
 10月 「生物多様性民間参画パートナーシップ」が発

足
　　　  12月 「生物多様性地域連携促進法」 が制定
2011年 10月 国家戦略に基づき国土交通省「都市緑地法運

用指針」を改正
　都市において生態系ネットワーク（エコロ
ジカル・ネットワーク）の形成を通じて生物
多様性の確保を図るため、同指針の参考資料
として「緑の基本計画における生物多様性の
確保に関する技術的配慮事項」を策定

図４　地方公共団体や企業の参画を促進する取り組み
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介する。生物多様性が都市の持続可能性に関わる
広範な概念として理解されていることがわかるで
あろう。

　環境保全団体WWFが作成した「生きている地
球レポート2012年版」によれば、人間活動による
自然資源の需要は1966年に比べて倍増し、我々は
現在地球1.5個分の資源を利用している（我々が
１年間に消費する自然資源を地球が生産・再生す
るのに1.5年間もかかっている）。そして、このま
まいけば2030年には地球２個分の資源が必要にな
るとされる。とくに先進国の責任は大きく、人類
すべてが米国市民と同じ生活をすれば、現在でも
地球４個分の資源が必要となる。ちなみに日本人
はG７の中では負荷が最小だが、地球2.3個分を消
費している。WWFらが提唱した「One Planet Liv-
ing（地球１個分の暮らし）」を目指して、持続可
能な社会のモデルを確立することが求められてい
る。

　英国中部の都市シェフィールドで61カ所の庭園
を対象とした研究では、4,000種の無脊椎動物、80
種の地衣類、1,000種類以上の植物が発見された。
このように都市の庭園でさえも、生物多様性を保
全に貢献していることがわかってきている。
　また、都市は多様なハチたちに豊かで健康的な
蜜源を提供している。日本では銀座などでもミツ
バチの飼育が行われているが、昆虫に効き目の強
いネオニコチノイド系農薬が多量に散布されてい
る集約的な農業地帯よりも、都市のほうが安心し
て生息できる環境になってきている。なおEUでは、

生態系サービス
人間が生態系から得ることのできる便益（自然の恵み）のこと

　（出典：外務省）

【重要事項１】都市化は、グローバルに生態系サービス
を管理するための課題でもあり、好機でもある。

　グローバル化の進展とともに原材料やエネルギーは、
主に消費や廃棄物発生の中心である都市部に世界中から
莫大な量が引き寄せられている。グローバルに分散した
生産エリアと都市部のつながりは、食料、飼料、繊維、
そしてバイオエネルギーの供給に必要な植物生産と、こ
れらの製品の消費の場所との関係を空間的に解析するこ
とで説明される。

地球1個分で収まるのか？
（出典：Global Footprint Network）

【重要事項２】豊かな生物多様性は、都市に存在するこ
とができる。

　都市と豊かな生物多様性は両立しないことが一般的に
は当然とされているが、実際には多くの都市において生
物多様性は豊かであり、いくつかの都市は、グローバル
に認められた「生物多様性ホットスポット」の中に位置
してすらいる。生物多様性が豊かな都市の注目すべき事
例は、ほぼすべての大陸と緯度で見られる ― ベルリン、
ボン、ブリュッセル、ケープタウン、シカゴ、クリチバ、
エドモントン、フランクフルト、フライブルク、ヘルシ
ンキ、コルカタ、メキシコシティ、モントリオール、ム
ンバイ、名古屋、ニューヨーク市、サンパウロ、シアト
ル、シンガポール、ストックホルム、ウィーンなど数多
くある。これは多くの場合、歴史的なルーツがあり豊か
で多様な生態系を有するエリアは天然資源も豊富である
ため、人の居住と商業を長い間引き付ける場所となって
いる。
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ミツバチ減少のリスク要因と考え、2013年にネオ
ニコチノイド系農薬の使用・販売規制に踏み切っ
ている。

　人類は、生物多様性から提供される自然の恵み
を享受して社会生活、経済活動を営んでいる。し
かしながら、普段はその価値を意識することなく
利用し、また負荷をかけ損失させている。生物多
様性の価値を評価していないがゆえに、近代の都
市計画もこれを無視して進められてきた。その結
果、東日本大震災のような自然災害時には被害を
拡大させることになる。
　森本幸裕氏（京都大学名誉教授）によれば、京
都が洪水、地震などの自然災害とともに疫病の流
行、戦乱、大火が多かったにもかかわらず千年の
都として生き残ってきたのは、生態系サービスを
持続的に享受し、災害を避けつつ都市を統治する
都市計画がなされてきたからとされる。従って、
これからの都市計画には近代の「要塞型」防災だ
けではなく、自然の攪乱をいなす「柳に風型」減
災が必要であるとしている。
　中静透氏（東北大学大学院生命科学研究科教授）

は、内閣官房国土強靱化推進室のナショナル・レ
ジリエンス（防災・減災）懇談会において、次の
ようなことを述べている。
・インフラだけですべてを守ることは困難。災害
後の回復力を高めるソフト対策が重要。
・海岸林、都市緑地・公園、湧水池等の生態系が
有する防災・減災機能とハザードマップとを考
え合わせて土地利用を考えていくことが重要。
・例えば仙台市のがれき処理は、平時に防災林と
している土地があったからこそ進んだという側
面があり、そのような土地利用であることが重
要。
・生態系・自然環境も上手に配慮しながら、平時
と災害時の土地利用を総合的に考えていくこと
が重要。

　都市化による生活様式の変化で成人病が増加し、
大気汚染による呼吸器系疾患も増える。また、感
染性疾病も都市化により感染率が上昇する。生態
系サービスを都市計画に活かすことで、疾病を減
らすことができると考えられている。

【重要事項４】都市の生態系が機能するように維持する
ことは、人の健康と幸福を著しく向上させることができ
る。

　都市はサービスと建築設備を提供し、不平等に取り組
み、人の健康に役立つ環境を管理するという大きな役割
を果たしている。適切な計画と資源の活用によって、都
市の健康問題のいくつかは人と環境の健康に共通する利
益を達成すると考えることができる。

生物多様性と生態系サービスの関係
（出典：インターリスク総研）

ナイロビ国立公園
（ナイロビ市中心から 7km、出典：CBO）

【重要事項３】生物多様性と生態系サービスは、重要な
自然資本である。
　自然資本とは、生態系によって提供され、かつ多くの
場合人類に不可欠な財やサービスのストックのように定
義することができる。金銭的および非金銭的な点から生
態系の価値を定量化すること、および定性的な価値を加
えることは、都市の管理において生態学的配慮を主流化
するための重要なツールである。残念なことに、自然資
本の価値は多くの場合、社会には理解されておらず、最
近までそれを定量化する試みはほとんどされてこなかっ
た。
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　都市の気候変動の緩和に緑地が役立つことは知
られているが、英国の研究では都市の緑地の樹冠
が10%増加すれば空調に使用するエネルギーが削
減され、周囲の温度を３～４℃低下させることが
わかった。日本の研究でも都市に非舗装面（緑地
や水面）が３割以上あれば、ヒートアイランド現
象がかなり解消されることを示唆するデータがあ
る。
　また、都市の内水氾濫に適応するために土木的
対策だけに頼らず、表面流出雨水を受け止める草
地などの緑地（レインガーデン）を設けて一部を
地下浸透させ、雨水流出を抑制するという取り組
みも世界各地で始まっている。

　カナダのモントリオールではビルの屋上緑化を
推進するために、edible（食べられる）植物を植
えることをテーマとしている。日本においても、
なんばパークス（大阪）、三井住友海上駿河台ビル
（東京）の屋上菜園（いずれも2003年開設）がきっ
かけとなり、屋上菜園の取り組みが広がっている。
これだけで問題が解決するわけではないが、こう
した取り組みを通じて食料システムの生物多様性
に対する関心を高めることが重要と考えられてい
る。

【重要事項６】都市の食料システムの生物多様性を向上
させると、食料と栄養の安全保障を強化することができ
る。

　都市において生物多様性と食料の安全保障の間には直
接的な関係がある。都市の食料システムにおける生物多
様性は、飢餓とダイエットに関係する健康問題との闘い
において重要な役割を果たしており、強靭性のある食料
システムを開発する上で鍵となる。それにもかかわらず、
都市の急速な成長は農業の供給能力に挑戦し、地域およ
びグローバルレベルでの食料システムを変更している。
増大する農業システムの工業化と並んで、食糧生産と消
費のグローバル化は、私たちの食料システムの生物多様
性を損なっている。紛争、経済的、社会的な混乱、エネ

屋上菜園
（出典：三井住友海上）

【重要事項７】生態系サービスは、都市政策と都市計画
に統合する必要がある。

　都市計画と環境計画は生物多様性の保護をデザイン、
建築基準法、ゾーニングスキーム、空間計画、戦略的選
択、および都市経営の執行に統合するための協議の機会
と正式な法的メカニズムを提供する。都市計画にはさま
ざまな伝統がある。国家主導の開発と管理の強力な伝統
を持っている都市もあれば、戦略的計画に集中している
都市もある、さらに特にグローバル・サウス（南半球に
位置する途上国）においては、正式な計画の方向やサポ
ートなしで運営されている。都市計画の実施は、都市規
模での長期公共財を確保するための手段として広く認識
されている。特に急成長している低所得の都市で、都市
計画の能力を強化するための広範な呼びかけがある。す
べての都市において生物多様性と生態系に関する決定
は、一般的に公共および共同の利益のためにされる必要
があり、これは特定の利益集団の要求を避けることを意
味している。このように、生物多様性への配慮を誘導す

【重要事項５】都市の生態系サービスと生物多様性は、
気候変動の緩和と適応に貢献することができる。

　気候変動に関する政府間パネルは、現在の温室効果ガ
スの排出率では地球の平均気温は2030年までに4℃に
上昇するはずと警告しているが、この壊滅的な影響は
我々の予測能力を超えている。CO2排出量を軽減するた
めの努力が緊急に必要とされている。しかし、協調行動
をとったとしても、この惑星はより一層頻繁に強烈な熱
波、干ばつ、暴風雨や洪水、および海面上昇を経験する
であろう。都市はこれらの影響の矢面に立つことになる
が、それは海岸や河川に沿った地球の最も脆弱な場所に
人類の半数以上が集中しているためである。同時に、都
市は温室効果ガス排出量の60～70％をもたらしている。
このため都市、 とくに都市の生物多様性と生態系サービ
スは、気候変動の緩和と適応に重要な役割を果たすこと
ができる。

ルギー価格の上昇、気候変動、不足して汚染された水の
供給は、さらに食料供給や価格の変動を高め、何百万人
もの人々、とくに最貧困層を危機にさらす要因の一つで
ある。
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　京都市の生物多様性地域戦略である「京都市生
物多様性プラン」では、京都の伝統・文化・暮ら
しと生物多様性のかかわりを分析した上で、2050
年のあるべき姿を「京都の豊かな文化が世代を超
えて継承されるように、全ての人が生物多様性の
恵みを生活の一部として再認識し、地域資源を活
かした持続的な暮らしや経済活動が行われている
社会」とした。その上で目標年次を2020年とし、
京都市基本計画の分野別計画に位置づけた。これ
により庁内関係部局で相互連携し、市民、事業者、
大学等の主体と連携しながら、横断的に施策の展
開を図ることが可能となった。

　地域における多様な主体が連携して行う生物多
様性保全活動を促進することを目的として、環境
省は「地域における多様な主体の連携による生物
の多様性の保全のための活動の促進等に関する法
律（生物多様性地域連携促進法）」を2010年12月に
制定し、2011年10月に施行した。
　また、この法律の指定を受けなくとも、すでに
都市地域で地域連携保全活動に取り組んでいる事
例もある。「トンボはドコまで飛ぶかフォーラム」
は、横浜市の京浜臨海部の企業緑地などでトンボ

を指標として2003年から毎年調査を行っている。
企業、市民、学校、行政、専門家が連携して活動し、
京浜臨海部の緑地がトンボによってつながってい
ることを実証し、また多くの子供や市民に身近な
自然に触れ合う機会を提供している。こうした活
動が評価され、横浜市環境活動賞の大賞と生物多
様性特別賞（2012年）、国の環境保全功労者等の表
彰の環境大臣賞（2013年）を受賞している。
　「企業の緑 命をつなぐ PROJECT」は、愛知県
知多半島臨海部の企業緑地において生態系ネット
ワーク（エコロジカル・ネットワーク）形成を推
進する活動で、企業、大学生、大学、行政、専門
家が連携して2011年に開始した。約10kmに渡って
連続する大規模工場のグリーンベルトに、タヌキ
やノウサギや多数の鳥類などが生息していること
が明らかになった。また、知多半島に戻ってきた
キツネも確認されている。COP10の開催地におい
て愛知目標達成に寄与する代表的な事業であり、
愛知環境賞優秀賞（2013年）を受賞した。

　「愛知目標」の目標１は「遅くとも2020年までに、
生物多様性の価値及びそれを保全し持続可能に利
用するために取り得る行動を、人々が認識する」

【重要事項９】都市は強靭性と持続可能な未来について
の学習と教育のためのユニークな機会を提供している。

　多様性、創造性、革新のための重要な拠点として都市
は共に生活し、また社会的に公正で、生態学的に持続可
能で、経済的に生産的で、政治的に参加型で、文化的に
活気のある環境を創出するための私たちの能力の実験場
である。持続可能な開発のための教育（ESD）は、そ
の能力を獲得する作業に不可欠である。学校は、生物多
様性の損失によってもたらされる課題を含めて、地元の
生活と地球規模の課題との間をつなげる重要な手段であ
る。地方自治体は都市部の教育課題に生物多様性を統合
する上で、重要かつ増加する役割を果たすことができる。
同時に、都市環境において持続可能に生活する能力は、
学校教育機関の壁の内だけでは獲得されず、広範囲の非
公式な様式の学習を通じても生み出される。都市は、実
用的で伝統的で科学的な知識と情報の継続的な交流の拠
点であり、それによって人々の思考、理解、認識が変換
される。このような変換は、最終的には都市計画や都市
政策の対応の変化につながる可能性がある。

【重要事項８】生物多様性と生態系サービスのマネジメ
ントを成功させるには、マルチスケール、マルチセクタ
ー、マルチステークホルダーの関与に基づいている必要
がある。

　都市は、生態系サービスの需要の中心というだけでな
く、地球環境負荷の発生源の中心である。都市計画・管
理が効率的かどうかは生物多様性の損失を促進させる複
数の要因に対応するために、多様な法律が連動するだけ
でなく利害関係者（ステークホルダー）がかかわるかど
うかによる。関与する関係者は、意思決定するすべての
部門とすべての階層から参画する必要がある。協働は「垂
直」（すなわち国際、国内、準国家、地方のレベル）と「水
平」（すなわち環境、計画、交通、教育、金融、栄養な
どの部門間横断）の行動を同期させ、調和させることが
重要である。

る都市計画家の能力を強化することが重要である。
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であり、「広報・教育・普及啓発（CEPA）」によっ
て、行政、企業や個人が行動を変える意義を理解
することが必要とされる。そのために有効な手段
のひとつが、持続可能な開発のための教育（ESD）
である。2014年は「国連の10年」の最終年であり、
名古屋市と岡山市で「ESDに関するユネスコ世界
会議」が開催される。

　今後ますます都市化が進むアジア・モンスーン
地域の新興国に対して、日本は持続可能な開発モ
デルの指導的役割を果たすべきであろう。次の最
終項で日本が目指すべき方向について考察する。

2020年までに
日本が取り組めること

　先進国において、生物多様性を重視した都市再
開発の先進モデルとしてロンドン・オリンピック
がある。
　ロンドンは、2012年オリンピック開催地への立
候補にあたって「史上初の持続可能なオリンピッ
クとパラリンピック」をヴィジョンとして国際オ
リンピック委員会に宣言した。「Towards a One 
Planet Olympics」をテーマに、2006年には持続可
能性方針として５つの優先テーマ（気候変動、廃
棄物、生物多様性、社会的包摂（social inclusion）、
健全な暮らし）を掲げた。
　生物多様性については、オリンピックのメイン
会場となるロンドン東部Lower Lea Valley地区や

その他の競技会場の生態系を改善することであり、
スポーツ界が自然保護に貢献し、また人々が自然
に親しめるようにすることとした。これらの優先
テーマは、WWFらの提言「地球１個分の暮らし」
が基になっている。この提言では持続可能性のた
めの10原則を示しており、そのひとつが「土地利
用と野生生物」である。
　オリンピックの方針を受けて、競技場等の建設
に責任を持つOlympic Delivery Authority（ODA）
は、2007年に「持続可能な開発戦略」を発行した。
また、持続可能性はハード整備だけでは達成され
ないことから、ロンドン・オリンピック・パラリ
ンピック組織委員会は、2009年「持続可能性ガイ
ドライン」を発行し、大会運営組織のみならず契
約した事業者や関連イベントを行う事業者、例え
ば施設管理者、納入業者、CMスポンサー、報道
機関などの取り組み指針とした。
　メイン会場のロンドン・オリンピック・パークは、
2008年に策定した「生物多様性行動計画」を改訂
しながら整備が進められた。産業革命以来土壌は
汚染され、生物多様性とはほど遠い工場跡地で、
大半の246haの土地が多くの生物の生息空間に生ま
れ変わり、過去100年間で欧州最大の公園となった。
　整備の際の保護対策として、生物が生息してい
る場所は現場の生態学者が文書で了解しない限り、
どこも壊すことはできないルールを適用した。４
千匹のイモリを安全な池に移動させたり、丸太の
壁で無脊椎動物が新たな生息地に避難できるよう
にしたり、希少種に限定しない数多くの保護対策
の積み重ねによって生物多様性の大きな向上を実
現した。
　日本においても東京オリンピックに向けて、ど
のような都市再開発が進められるか注目される。
立候補ファイルには、競技会場・選手村が整備さ
れる臨海部の緑地創出以外には生物多様性に関す
る言及はない。しかし、環境に関する最高指針と
して作成される予定の「環境ガイドライン」の三
本柱のひとつが、「自然と共生する都市環境計画」
となっている。
　ガイドライン作成にあたっては、ロンドンの取

【重要事項10】都市は、革新的な都市計画・管理のアイ
デアとそのためのツールを生み出す大きな可能性を秘め
ており、それゆえ持続可能な開発をリードすることが可
能であり、また必要である。

　都市は、創造性、革新性、そして学習の拠点である。
前例のない都市化に直面して、生物多様性の保全のグロ
ーバルな課題に応えるべきなのであれば、こうした特性
の育成することが不可欠である。地方自治体は、生物多
様性の行動計画を促進する上で都市の指導的役割を果た
すであろうが、それらは単独で効果的に作用することは
できない。
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り組みを詳細に研究するとのことであるが、エリ
アスケールの方針を検討する基準としては前述の
CBIがあり、また各施設の計画にあたっては生物
多様性国家戦略で推奨されているSEGES（社会
・環境貢献緑地評価システム）や、JBIBの「いき
もの共生事業所推進ガイドライン」といった既存
のツールがあり、これらを活かすことも必要であ
ろう。
　また、東京中心部の生物多様性を考える上で皇
居の存在を忘れるわけにはいかない。皇居とその
周辺の公園のまとまりが持つ生物多様性ポテン
シャルに注目したのが、2003年に亀山章氏（東京
農工大学名誉教授）が中心となって提唱した「東
京セントラルパーク構想」である。そして、ここ
数年東京都心で進んでいる生物多様性に配慮した
再開発事業は、いずれも皇居のポテンシャルを周
辺地域に引き出すことを意図している（図１）。
　2020年は「愛知目標」の目標年でもあり、皇居
をコアとして周辺の公園や企業緑地が形成する
生
エコロジカル

態系ネットワークは、地方公共団体と企業など
が連携することにより臨海部の環境創造と併せて、

東京の魅力向上につながるオリンピック・レガシー
として世界にアピールできる価値を持つと考えら
れる。

…………………………………………………………………………
企画・執筆協力：
（一社）いきもの共生事業推進協議会（ABINC）

ロンドン・オリンピック・パークでの
さまざまな生物多様性取り組み

（出典：ODA）

新たに創出した湿地

昆虫の蜜源となる一年草の原っぱ

小動物の移動用の丸太の壁

コウモリや野鳥のねぐらとなる橋脚
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2015 年 12 月 2 日 
都心における緑化推進検討会 

 
モニタリング部会 実施報告 
 
１．第一回 モニタリング部会  
 2015 年 10 月 2 日開催 
 モニタリング試行実施に当たり事務局に、モデル地区を想定する 
 大手町ホトリアの事業者である三菱地所を加え下記について検討した。 
 ・記入用紙のフォーマットについて 
 ・実施後アンケートについて 
 ・楽しみながら参加可能かつ簡易な運用方法について 
 
１）記入用紙を利用したモニタリング試行 
 日  時：11 月 7 日（土）9：00~12：50 
      11 月 16 日（月）13:30～15：00  中井委員視察に合わせて実施  
 対象地 ：丸の内仲通り、永代通り、皇居日比谷濠・馬場先濠周辺ほか 
 参加者 ：三菱地所大手町ホトリア関係者（三菱地所、三菱地所設計、小岩井農牧） 
      都心における緑化推進検討会（都市緑化機構、エコッツェリア協会）        
      NPO 法人地域自然情報ネットワーク（GCN）、一ノ瀬研究室学生、 
      ◎業務型、市民参加型を特に区別せずに実施 
 
２）丸の内仲通りにおける樹木マップ作成試行 
 日  時： 10 月 21 日（土）  対象地 ：丸の内仲通り 
 ◎NPO 法人地域自然情報ネットワーク、エコッツェリア協会等により 
  ベースとなる樹木マップ作製の試行を行った。 
  ・樹種、樹高、幹の太さ 
 ◎GIS マップシステムを利用した簡易なデータ共有の方法と、 
  継続的なワークショップ開催を広範に実施していくイメージが掴めた。 

 
  

資料４ 
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３.丸の内生物モニタリング試行 
1) 目的と枠組み 
 
(1) 目的 
 丸の内の生物多様性を，利用者・管理者の目でモニタリングすることにより，日常的な視点・

管理者の視点でのモタリングを実現する．また，このことにより都市の自然・生態系とその多様

性への理解のきっかけとする． 
 
(2) 市民によるモニタリング 
想定される対象：丸の内に通う、あるいは通過する会社員、大学生 
 
 
(3) 管理者によるモニタリング 
想定される対象：ビル管理の従事者，なかでも緑地管理者 

 
2) 市民モニタリング結果 
(1) 日時：11 月 7 日（土） 9 時半から 12 時 50 分まで 
  プログラム 9 時 30 分から自己紹介，目的，方法の説明 
        10 時～12 時 10 分 （コース） 
         永大通り，丸の内仲通り，丸の内 6th，馬場先濠，行幸通り，永大通り 
  参加者 （緑地計画・緑地管理・システム設計の関係者および学生） 
  説明者 ２名（専門：緑地計画，景観生態学，植生）， 
 
  天候（曇り） 観察された生きものは少なかった．特に仲通りおよび行幸通りでイベントが

開催されており，鳥類などは少ない．また仲通りは夜間のライティングがはじま

ったということであった．  
  



 

3 
 

 
 
確認された生きもの（コースで解説されたものなど） 

 
  

植物 昆虫 鳥類 その他

イヌタデ アキアカネ カワウ

エノコログサ カイガラムシsp キンクロハジロ
オヒシバ コオロギsp（2種類） コサギ
カタバミ コガネムシの仲間の幼虫 スズメ
コヌカグサ（？） スジグロシロチョウ ドバト
コマツヨイグサ ホタルガ ハシブトガラス
ススキ ヤマトゴキブリ ヒヨドリ
セイタカアワダチソウ ムクドリ
ツユクサ
ナルコビエ
ノゲシ

ハハコグサ

ハキダメギク
ヒメジョオン
ヒメムカシヨモギ
ベニバナボロギク
メヒシバ
メリケンカルカヤ

太字はモニタリングシートに掲載せれていた種
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(2) アンケート参加者の属性 

 
 
 
記述欄：丸の内でこれまでに気づいた生きもの/場所 
  ハクセキレイ/仲通り，カラス・スズメ・雑草/仲通り，カモ類，小鳥類/皇居の近く，パーク

ビル 
   
 
(3) 結果 
 下表のように参加して楽しかった，いきものが見つかるとうれしい．季節を感じることができ

たなど，好意的な意見が多い． 
しかし同時に専門家との一緒の参加をのぞむことについてはすべての人が「思う」と答えた． 
 
 このことは方法についての結果でさらに詳しく課題がみえる． 
 写真の生きものを見つけることはできたが，写真にない生きものがある，写真が小さい，数が

少ないなどの課題があり，また記入は手間がかかる（容易ではない）とかんじられている． 
また，判断に悩む生きものがいたとほとんどの参加者が記入している． 
 同時に生きものの少なさも指摘されている． 
 
 より楽しく参加するためには？という問いでは タブレットやスマートフォンの活用や，事前

の解説，見つけやすい種の存在，専門家への質問の可能性，記録を残すこと，情報として写真以

外の特徴の必要性，などが半数以上の人の意見としてみられた． 
 
 
 

男 女

6 2

来訪回数

毎日 週5-6日 週3-4日 月1-2回 年1-2回

1 1 1 1 4

年齢

１ １ －２ ０ ２ １ －３ ０ ３ １ －４ ０ ４ １ －５ ０ ５ １ －６ ０ ６ １ 以上

1 0 0 5 1 1

来訪回数

毎日 週5-6日 週3-4日 月1-2回 年1-2回

1 1 1 1 4

職業

学生（ 大） 会社員 自営業 研究機関

1 4 2 1

仕事 食事 移動

7 1 1

生きも のの知識

ない ある ない ある

5 2 3 5

丸の内で

生きも のにきづいたこ と

丸の内への来訪の目的
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表  モニタリングに参加して感じたこと，方法についてどのように考えたか 

 

 
 
以下は自由記入の意見である．（網がけは調査者による補足） 
 
A 
・タブレット等で図鑑を参照できると良い 
・もう少し時間，距離を短くしてくれると良い（今回は 2 時間以上となってしまった） 
 
B 
・生きものの生態の説明がほしい（生息環境など） 
 
C 
・植物の情報量を増やす必要があるかも 
・モニタリングの時間帯は要検討 
・モニタリングツアーの際は 皇居方面をどのくらいにするか要検討 
 
D 
・生物のモニタリングという点は少しきびしい感じでした 
・生きものの写真をとるぐらいなら，かんたんで，一般の方でも楽しめると思う 
 
 
 

思う １ ～思わない５ 1 2 3 4 5

　 参加し て 参加し て楽し かっ た 5 3 - - - 人

生きも のが見つかると う れし い 8 - - - - 

友人や家族と 参加できると よい 5 2 1 - - 

専門家などと 一緒に参加できると よい 8 - - - - 

季節を感じ るこ と ができた 5 3 - - - 

まちに生きも のがいるこ と に気が付いた 3 3 2 - - 

多く の生きも のが見つかっ た 1 2 3 - 2 

生きも のの知識が増えた 2 2 3 - 1 

まちを歩く と きの楽し みが増えた 2 4 2 - - 

普段知ら ない発見があっ た 3 4 1 - - 

同じ よう な機会があればまた参加し たい 4 3 1 - - 

方法について やり 方はわかり やすかっ た 1 1 2 3 - 人

見つけた生きも のの写真があっ た 1 6 1 - - 

調査用紙（ 写真） にない生きも のがいた 5 3 - - - 

調査用紙の生きも のの写真の数が少ない 3 1 3 1 - 

調査用紙の生きも のの写真が小さ い 3 2 1 1 1 

生きも のの特徴を容易に記入できた（ 調査用紙裏面） - - 3 2 3 

生きも のが何をし ていたか容易に記入できた 1 - 3 - 4 

どの種か判断に悩む生きも のがいた 3 2 1 1 1 

観察できる生きも のの量は十分だ - - 1 4 3 

より 楽し く 参加するために 人数 割合

タ ブレッ ト 、 スマート フ ォ ン等で入力できると 良い 6 75 %

事前に主要な生きも のについての解説があると 良い 5 63 %

見つけやすい種がわかると 良い 6 75 %

相談、 質問できる専門家がいると 良い 7 88 %

見つけたも のの記録が残せると 良い 4 50 %

生物図鑑を携行できると 良い 2 25 %

好きな時に記録できると 良い 3 38 %

参加するこ と でポイント 等が付与さ れると 良い 4 50 %

生きも のの見た目以外の特徴がわかると 良い 6 75 %
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E 
・地図がわかりにくい． 
・生きもののみつけられるポイントが事前にわかっているとよい． 
・季節外のシートもあるとおい（秋だけだと種類が少ない） 
・もっと鮮明な写真や，区別点の絵がほしい． 
 
F 
・地図をみても今どこにいるのかわからなくなる 
・鳥のポイントは飛んでいるから，どこにおとせばいいか，むずかしい． 
・データとしてつかえるものをとるのはキツイかも 
・名前をおしえてもらえたら，楽しいかも 
・管理者には問題な種類も．視点をかえてみると面白いかも． 
・地図に点をおとすのはしんどい．写真をとるぐらいかな． 
 
G 
・紙とあわせて，写真や鳴き声が記録できると良い 
・地図が小さい 
・たくさん見つかると一枚には書ききれない 
・どうやってデータ化するのか？ 
・シジュウカラはパークビルでは 4 年目ではじめてみられた． 
・レベルわけできるような ユーザーインターフェースが必要 
・鳴き声のレクチャーも必要 
 
H 
・大手町計画のモニタリングを考えると 
 興味がない人が業務の合間にやる（例 清掃や植栽管理）ときは シンプルであるほうがよい

（チェックだけですむデータシート） 
・レクチャーの場があればいい，例えば東御苑（鳥類や昆虫の専門家で）（しかし時間をとれる

のか？） 
・対象種を絞り込み 鳴き声，飛び方などもあわせて見つけ方のポイントを教えてもらう必要 
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3) 管理者モニタリング結果 
(1) 日時：11 月１6 日（土） 13 時 30 分から 15 時まで 
  プログラム 13 時 30 分から自己紹介，目的，方法の説明 
        14 時～15 時 （コース） 
         永大通り，丸の内仲通り，丸の内 6th，馬場先濠，行幸通り，永大通り 
  参加者：  （ビル設計・管理技術者，植栽管理者，IT システム関係者，自然観察等企画

者） 
  説明者 １名 緑地計画・景観生態学 
  天候と概況 晴れ，暖かい． 天候もよく参加者により鳥類が多く観察された．鳴く虫をは

じめとして，ハエ・アブの仲間，クモなども確認された． 
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確認された生きもの（コースで解説されたものなども含む）  

 
  

植物 昆虫 鳥類 その他

オニタビラコ アブsp キンクロハジロ クモ
カキドオシ エンマコオロギ（鳴き声）スズメ （ヒメグモspか?）
カラスウリ カイガラムシsp ダイサギ
ススキ カネタタキ（鳴き声） ドバト
スズメノエンドウ ハエsp． ノスリ（ミサゴ？）
セイタカアワダチソウ ヒラタアブｓｐ？ ハクセキレイ
ノゲシ ハシブトガラス
ミドリハコベ
メリケンカルカヤ

網掛けはモニタリングシートに掲載せれていた種
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(4) アンケート参加者の属性 

 
 
 
・記述欄：丸の内でこれまでに気づいた生きもの/場所 
カラス・ハト． 
日本ビルの前でハト・スズメ． 
鳥・ハチ，カマキリ，カンブン，ハエ，バッタ，トンボ，キノコ 
カラス，スズメ，雑草 
スズメ・ゴキブリ・ハクセキレイ・ドバト 
スズメ・ハクセキレイ/ 仲通り  
 
 
(5) 結果 
 第１回の記録と同様に参加して楽しかった，「いきものが見つかるとうれしい」．「まちに生

きものがいることに気が付いた」，「普段知らない発見があった」，など，おおむね好意的な意

見が多い．しかし，このとき「専門家との一緒の参加」をのぞむことについてはすべての人が

「思う」と答えた．今回の試行においても，専門家の同行による効果が顕著である． 
 この専門家の説明や質問を望むことは方法についての課題として詳細を伺うことができる．即

ち，「写真の生きものを見つけることはできた」が，「写真にない生きものがある」，「写真が

小さい」，「数が少ない」などの課題があり，「生きものの特徴の記載」や，「生きものが何を

していたか」，については記載が容易という意見はなかった．また，「判断に悩む生きものがい

た」と，多くの参加者が記入し，観察対象としての生きものの少なさ，記載がないことによる課

題も指摘されている． 
  

男 女

4 3

来訪回数

毎日 週5-6日 週3-4日 月1-2回 年1-2回

1 4 1 1

年齢

１ １ －２ ０ ２ １ －３ ０ ３ １ －４ ０ ４ １ －５ ０ ５ １ －６ ０ ６ １ 以上

0 1 1 5 0 0

来訪回数

毎日 週5-6日 週3-4日 月1-2回 年1-2回

1 4 1 0 1

職業

学生（ 大） 会社員 自営業 研究機関 その他

0 6 0 0 1

丸の内への来訪の目的

仕事 買い物

7 1

生きも のの知識

ない ある 無回答 ない ある

4 1 2 0 7

丸の内で

生きも のにきづいたこ と
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「より楽しく参加するためには？」という問いでは 「専門家への質問」が全員に意見として，

また「スマートフォンの活用」や，「見つけやすい種についての情報」，「記録を残すことがで

きるかこと」，情報として「写真以外の特徴の必要性」，などが半数以上の人の意見としてみら

れた．このほか事前の解説，参加することでのポイントへの要望もみられた． 
 
 
表  モニタリングに参加して感じたこと，方法についてどのように考えたか 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
以下は自由記入の意見である．  
A． 植物の専門家の方に質問できて楽しかった 
 虫屋さんに来てもらいたい 
  
B. 鳴き声が聞こえるアプリ 
 ポイントで見ていくとわかりやすい．ポイントを教えてほしい． 

思う １ ～思わない５ 1 2 3 4 5

　 参加し て 参加し て楽し かっ た 6 1 - - - 人

生きも のが見つかると う れし い 7 - - - - 

友人や家族と 参加できると よい 5 - 2 - - 

専門家などと 一緒に参加できると よい 7 - - - - 

季節を感じ るこ と ができた 3 3 - 1 - 

まちに生きも のがいるこ と に気が付いた 1 5 1 - - 

多く の生きも のが見つかっ た 1 3 1 2 - 

生きも のの知識が増えた 3 3 1 - - 

まちを歩く と きの楽し みが増えた 4 1 2 - - 

普段知ら ない発見があっ た 4 1 2 - - 

同じ よう な機会があればまた参加し たい 3 4 - - - 

方法について やり 方はわかり やすかっ た 1 4 2 - - 人

見つけた生きも のの写真があっ た 2 4 1 - - 

調査用紙（ 写真） にない生きも のがいた 5 2 - - - 

調査用紙の生きも のの写真の数が少ない 1 3 2 1 - 

調査用紙の生きも のの写真が小さ い 1 5 1 - - 

生きも のの特徴を容易に記入できた（ 調査用紙裏面） - 2 4 1 - 

生きも のが何をし ていたか容易に記入できた - 1 5 1 - 

どの種か判断に悩む生きも のがいた 3 1 1 - 1 

観察できる生きも のの量は十分だ 1 - 3 2 1 

より 楽し く 参加するために 人数 割合

タ ブレッ ト 、 スマート フ ォ ン等で入力できると 良い 4 57 %

事前に主要な生きも のについての解説があると 良い 3 43 %

見つけやすい種がわかると 良い 4 57 %

相談、 質問できる専門家がいると 良い 7 100 %

見つけたも のの記録が残せると 良い 4 57 %

生物図鑑を携行できると 良い 2 29 %

好きな時に記録できると 良い 4 57 %

参加するこ と でポイント 等が付与さ れると 良い 3 43 %

生きも のの見た目以外の特徴がわかると 良い 4 57 %
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 昆虫の種類をもっと写真付で． 
 キノコとかもよく見る 
 相談できる窓口 
 仕事をしながらモニタリングするとなると簡単な，簡潔なチェックリストのような方が

いいと思う（昆虫は色で検索するとか） 
C． スマホで参照できる図鑑があるとよい． 
   
 
 







生物多様性モニタリングに関するアンケート

性別：　男　・　女

年齢：　10歳以下　・　11～20歳　・　21歳～30歳　・　31歳～40歳　・　41歳～50歳　・　51歳～60歳　・　60歳以上

職業：　官公庁　・研究機関　・教員（小・中・高・大）　・　会社員　・　自営業　・　学生（小・中・高・大）　・その他（

あなたはどのくらいの頻度で大手町・丸の内・有楽町地区に足を運びますか？

・毎日 ・週5～6日 ・週3～4日 ・週1～2日 ・月1～2回 ・年1～2回 ・はじめて

あなたが大手町・丸の内・有楽町地区に足を運ぶ目的はなんですか？

・仕事 ・買い物 ・食事 ・散歩（まちあるき） ・その他（ ）

あなたは生きものの知識が豊富なほうだと思いますか。

・ある ・ない

大手町・丸の内・有楽町地区を訪れた際に、生きものの存在にきづいたことはありますか？

・ある ・ない

（③で「ある」と答えた方にお尋ねします）どのような生きものを見ましたか。可能であれば場所もお書きください。

モニタリングに参加してみて、どのように感じましたか？

そう思う やや思う どちらでもない やや思わない 思わない

参加して楽しかった 1 2 3 4 5

生きものが見つかるとうれしい 1 2 3 4 5

友人や家族と参加できるとよい 1 2 3 4 5

専門家などと一緒に参加できるとよい 1 2 3 4 5

季節を感じることができた 1 2 3 4 5

まちに生きものがいることに気が付いた 1 2 3 4 5

多くの生きものが見つかった 1 2 3 4 5

生きものの知識が増えた 1 2 3 4 5

まちを歩くときの楽しみが増えた 1 2 3 4 5

普段知らない発見があった 1 2 3 4 5

同じような機会があればまた参加したい 1 2 3 4 5

モニタリングの方法について、どう感じましたか？

そう思う やや思う どちらでもない やや思わない 思わない

やり方はわかりやすかった 1 2 3 4 5

見つけた生きものの写真があった 1 2 3 4 5

調査用紙（写真）にない生きものがいた 1 2 3 4 5

調査用紙の生きものの写真の数が少ない 1 2 3 4 5

調査用紙の生きものの写真が小さい 1 2 3 4 5

生きものの特徴を容易に記入できた（調査用紙裏面 1 2 3 4 5

生きものが何をしていたか容易に記入できた 1 2 3 4 5

どの種か判断に悩む生きものがいた 1 2 3 4 5

観察できる生きものの量は十分だ 1 2 3 4 5

より楽しく参加するためにはどのような工夫があると良いと思いますか（複数選択可・自由記述可）。

・ タブレット、スマートフォン等で入力できると良い ・ 生物図鑑を携行できると良い

・ 事前に主要な生きものについての解説があると良い ・ 好きな時に記録できると良い

・ 見つけやすい種がわかると良い ・ 参加することでポイント等が付与されると良い

・ 相談、質問できる専門家がいると良い ・ 生きものの見た目以外の特徴がわかると良い

・ 見つけたものの記録が残せると良い （鳴き声、大きさ、におい等）

その他、思いつくものがあれば自由にご記入ください。

以上、ご協力ありがとうございました。なお、頂いた個人情報は公開せず、本調査分析にのみ使用させていただきます。



2015 年12 月2 日 

都心における緑化推進検討会 

 

緑地ネットワークについて 

 

１．部会の発足にあたり 

【多様な主体の参画方法】 

公共および民間の緑のネットワーク化の検討にあたっては、各主体の参加の意義、動機づ

けが必要である。折しも、2020 年に東京五輪の開催に向け、民間事業者の関心が高まりつ

つあることを踏まえ、特に都市の緑の必要性について訴求力のある課題（例えばマラソンコ

ースの暑熱対策等）について、官民の緑の連携のあり方等のテーマで、多様な主体の参加を

募る。 

【テーマ設定】 

 ①緑を活用したマラソンコース、会場周辺等の暑熱対策 

 オリパラ「まちづくり・持続可能性委員会」のなかに「持続可能性ディスカッシ

ョングループ」があり、主要な論点・検討課題のひとつに「水・緑・生物多様性」

がある 

 「水・緑・生物多様性」をめぐる具体のプロジェクト提案のひとつとして「緑陰

のランニングコース創出」が、「具体のプロジェクト例」の一つになっている 

 マラソンおよび競歩における暑熱対策が問題となっている（朝日新聞 2015/08/10 

http://digital.asahi.com/articles/ASH866DSTH86UTQP02M.html） 

 

 ②生物多様性とエコロジカルネットワーク 

 皇居の緑を核として、民間ベースで、生物多様性の保全にかかわる取り組みが活性

化している 

 個々の取り組みを相互につなぐエコロジカルネットワーク形成の必要性 

 都市における生物多様性保全は世界的な潮流（Singapore Indexなど） 

 アジア・モンスーン型の生物多様性保全モデルが問われている 

 

 ①②を踏まえ、緑のネットワークの意義として、「オリンピック・パラリンピックを契機

に大会後のレガシーとして、街路樹・公園や民間の緑がつながるランニングコース、エコ

ロジカルネットワーク形成の機能を重層化させた回廊」を設定する。実施にあたっては、

ネットワーク形成にはハード（回廊の構築）とソフト（緑を介した関係性の構築）の両面

を重視する。 

資料５ 



【民間事業者の緑化推進・生物多様性への取り組み実績】 

 ①三井住友海上火災 

  駿河台ビルにおける取組紹介 

  ・ECOM駿河台における情報発信 

  ・ビル管理と連携したモニタリング 

  ・街路樹を、特区を活用し一体で整備した前例紹介（仲通りをエゴノキに） 

 ②東京建物 

  ・大手町タワー（大手町の森）での取り組み 

 ③三井不動産 

  ・日本橋の街づくり等における取り組み 

  ・東京国道事務所および NPO法人は街道と連携した中央通りの緑化 

 ④森ビル 

  ・バーチカルガーデンシティの理念に基づいた緑化への取り組み 

  ・六本木はマラソンコースに入っていないので比較的 

 ⑤三菱地所・三菱地所設計 

  ・都市における生物多様性に配慮した新たな評価についての検討状況 

  ・フェアネスな（在来種植栽だけでなく潜在自然植生に基づいた）モニタリングの実施 

  ・理念の共有と、共通のツールを用いた緑地ネットワーク形成の重要性 

  ・都市観光やまちづくりの場づくりへの活用の方向性 

等 

【公共団体との連携】 

今回のモニタリング手法や情報の共有化を活かした緑地のネットワーク化を、各自治体の「緑

の基本計画」、「生物多様性地域戦略」等に各種施策、行動計画に反映することを目指す。 

①千代田区  

・ちよだ生物多様性推進プラン…「区民参加型モニタリング調査『千代田区生きものさがし』 

・「緑の基本計画」「豊かな緑を育むための都市緑化植物ガイドライン」 

②港区 
・「港区緑と水の総合計画」 

・港区生物多様性地域戦略～生物多様性みなとプラン～「緑と生きもの観察会・調査会」 

・生物多様性緑化ガイドライン(策定中) 

③台東区 
・台東区緑の基本計画  

「まちを彩る緑がつながり、ひろがる したまち台東」→『緑の下町散歩道』の設定 

                                

２．部会の今年度成果として 

→ 大丸有地区生物多様性連絡協議会の先導的な発足 
→ モニタリングの成果を活かしたエコロジカルネットワークの発信や環境学習・ガイ

ドツアー等を協働し成果を共有 
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調査名 東京都心部における民間開発と連携した効果的な緑の配置・ﾈｯﾄﾜｰｸ構築に関する検討調査 

団体名 東京都心部における緑化推進検討会 

背
景
・
目
的 

■地域の概要 
今回、調査の主要対象地を都心部で再開発事業が活発な千代田区、港区、中央区等に設定 
位置：東京都 23 区のほぼ中央に位置し、皇居の南方周辺に隣接する 3 区。都の｢東京の新しい都市づく

りﾋﾞｼﾞｮﾝ（H21.7）｣でｾﾝﾀｰ･ｺｱ再生ｿﾞｰﾝに位置付けられている。 
人口：面積 平成 25 年 1 月 1 日現在（単位：人、㎢）、昼間人口は平成 22 年国税調査 

地域 総数 区部 千代田区 港区 中央区 3 区合計 全体割合 

人口 13,222,760 9,002,488 48,839 209,641 144,101 402,581 3.04% 

昼間人口 15,576,130   819,247 886,173 647,733 2,353,153 15.11% 

面積 2,188.67 622.99 11.64 20.34 10.21 42 1.93% 

緑の現況：当地区の特徴的な緑として、皇居、芝公園など生態系の核となる担保性のある緑地、開発に伴
う質の高い民有緑地が存在。また、保全すべき緑として崖線部に残された樹林等が行政区域を跨い
で連続している。しかし、緑地保全の取り組みは各区によって違いがある。 
地域 緑被地面積 緑被率 主な緑地 調査年度 

千代田区 244.91ha 21.04% 皇居，北の丸公園，日比谷公園，靖国神社  H22 年度 

港区 451.85ha 21.78% 芝公園，有栖川公園，青山公園，旧芝離宮恩賜庭園 H23 年度 

中央区 91.91ha 9.10% 浜離宮恩賜庭園、晴海親水公園、朝潮運河沿いの緑 H21 年度 

■背景・目的 
東京都心部の民間活力による質の高い開発を促進する地域では、各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの公開空地等で自主的に

緑地が創出され、良好な景観形成や生物多様性に配慮した都市環境の保全に貢献する事例が増加してい
る。一方、創出される緑地は、開発時期が異なる等の理由により、他事業により創出される緑地との連携
や周辺の既存の緑地との調和が十分に図られない場合が多く、生態系ﾈｯﾄﾜｰｸの構築が十分にできていな
い状況にある。そのため、生物多様性等に配慮した都市環境を形成するため、個々の緑地が生態系ﾈｯﾄﾜｰ
ｸの構成要素として十分に機能するよう、統一的に創出・管理できる仕組みづくりが課題となっている。 

そこで、千代田区において、民間開発の先駆的取組みとして、緑のﾈｯﾄﾜｰｸ機能の確立に向けた関係主
体が、協働で実施する仕組みづくりについて調査・分析するとともに、官 ⺠
的な緑地の機能発揮に向けた、ｴﾘｱを超えた連携 ⺠法、及びﾈｯﾄﾜｰｸ化の活動を誘発する方策について検討
することを目的とする。 

調
査
内
容 

(1) ｴﾘｱとしての緑地価値ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞとそのﾃﾞｰﾀ集積活動の検討および試⾏、さらにﾃﾞｰﾀ共有ｼｽﾃﾑ構築の検
討 

【方法】千代田区の大手町・丸の内・有楽町地区（大丸有ｴﾘｱ）をﾓﾃﾞﾙに、複数の民間緑地が共通理解の
もとに緑地価値ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞとそのﾃﾞｰﾀ集積のための活動を進めるための調査と検討を行い、その試行を目指
す。緑地機能のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施にあたっては、ﾓﾃﾞﾙ地区で皇居の緑地に隣接地に創出される緑地を対象に、
生物の生息状況等の環境改善効果の測定を行う。ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの試行により集積するﾃﾞｰﾀを効率的に共有する
ためのｼｽﾃﾑの構築を検討し、それに必要な仕組みを明らかにする。 
(2) 広域的なﾃﾞｰﾀ集積方法の検討、及びｴﾘｱの特徴を活かした官 ⺠

置や緑のﾈｯﾄﾜｰｸ構築の方法の検討 
【方法】取組①で検討した仕組みを利用して、ﾓﾃﾞﾙｴﾘｱ以外への展開可能性と、将来的な広域ﾃﾞｰﾀの共有
のための方策を検討するため、隣接する行政区や都市開発の主要事業者に対し、ﾃﾞｰﾀの集積・管理・活用
の方法、課題等について会議を実施するとともに、それぞれのｴﾘｱの特徴を生かした官民連携、事業連携
による効果的な緑の配置とﾈｯﾄﾜｰｸ構築の方法を検討する。 
(3) 民家緑地の価値創造と発信を継続的に誘導する方策(インセンティブ等)の検討 
【方法】取組み①の試行結果や、取り組み②の検討をもとに、都心部における民間緑地が継続的にその価
値を発揮し、かつその情報を集積・評価・活用するための誘導方法、支援方策を検討する。上記①から③
の取り組みにおいては、有識者、行政、民間事業者等による円卓会議を設置し検討する。第 1 回：H27/8/25, 
第 2 回：H27/12/2, 第 3 回：H28/2/3  

 

(1) ｴﾘｱとしての緑地価値ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞとそのﾃﾞｰﾀ集積活動の検討および試⾏、さらにﾃﾞｰﾀ共有ｼｽﾃﾑ構築の検
討 

 作業部会としてﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ部会を開催し、作成したﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄを用いた生物ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ施行を 2 回実施し
た。 

 市民参加型、ビル管理業務組込型の 2つのｼｰﾝを想定した意見交換。専門家以外では、生き物の同定、
位置情報や特徴の入力の困難さが指摘される。ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施者に応じたﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ体制の構築が必要。 

 生き物をみつける楽しさ・喜び、自分のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが何かの役に立っているという実感が実施者のﾓﾁﾍﾞｰ
ｼｮﾝ向上に繋がる。 

 業務組込型では事前の学習機会や、現場で同定できない場合には写真だけでも送付し、あとから専門
家が同定し補完する支援体制が必要。ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ対象種について、導入当初は少数に絞込み段階的に追
加できるとよい。 



調
査
結
果 

 市民参加型では、地図上に観察可能ﾎﾟｲﾝﾄを予め設定し、ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝ可能な専門家が同行するｶﾞｲﾄﾞ
ﾂｱｰ形式が参加者の満足度を高める。また、地図情報や図鑑情報、写真撮影等の活用を可能にする ipad
等端末を用いた簡易な入力方法の検討が課題として示された。 

(2) 広域的なﾃﾞｰﾀ集積⺠法の検討、及びｴﾘｱの特徴を活かした官⺠連携、事業連携による効果的な緑の配
置や緑のﾈｯﾄﾜｰｸ構築の方法の検討 

 作業部会として緑地ﾈｯﾄﾜｰｸ部会を開催し、生物多様性にも配慮した高質な都市空間の形成に向けた上
位計画の必要性を共有。また、公的の緑と民有地の緑を統合した緑のﾈｯﾄﾜｰｸの検討の必要性を共有。 

 行政指導や都市計画協議において、上位計画の存在が拠り所となる。行政区分や、事業主体間を連携
する「連絡会」組織の形成が望まれる。 

 複数の主体間でフォーマットを共有することで、面的なﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施できる。 
 既存調査や、地域情報を GIS 上で統合し、都市観光等、様々な活用が可能となる。 

 
(3) 民家緑地の価値創造と発信を継続的に誘導する方策(ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ等)の検討 
 区ごとに策定される緑の基本計画や事業ごとに作成される緑化計画書等は、行政区分を超えた検討が

なされていないため、緑のﾈｯﾄﾜｰｸが
分断されてしまう。東京都のﾚﾍﾞﾙで
これらを統合する上位の「(仮称)官
民連携緑地ﾈｯﾄﾜｰｸ形成戦略」の策定
が望まれる。特に「皇居周辺のｴｺﾛｼﾞ
ｶﾙﾈｯﾄﾜｰｸ」を考慮した場合に、行政
区分毎の計画では反映されない緑
のﾈｯﾄﾜｰｸ軸（骨格型、補強型、創出
型）が見いだされる。 

 連結部の整備についての情報交換
や協議の場となる「連絡会」組織が
活用できる。 

 皇居、都市公園、民間緑地等をつな
ぐ役割を担う「街路樹」について、
民間開発との一体的な整備の検討
が望まれる。ｴﾘｱマネジメントや継
続的な管理組織の存在を前提とし
て、隣接またはﾈｯﾄﾜｰｸ軸の属するｴﾘ
ｱ内の再開発計画において、都市開
発諸制度を発展的に活用し、都市再生特区等による地域貢献要素として捉えることで、民間による整
備・管理委託等を効果的に誘導できる。 

 継続的な価値創造と発信のために、その運営費用を行政が支援し続けることは難しい。「連絡会」組織
が独立採算型の事業計画をもつよう誘導することが重要。 

今
後
取
組 

 本調査の成果を活用し、横断的にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施や情報交換、計画協議を担う「協議会」組織の発足を
検討 

 緑地の間をつなぐ緑となる街路樹との一体的な都市計画と、民間開発との連携検討 
 東京都心部の緑地ﾈｯﾄﾜｰｸを対象としたﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ（市民参加型・業務組込型）の継続的な実施 

 

図 2 (仮称)官民連携緑地ﾈｯﾄﾜｰｸ形成戦略 ｲﾒｰｼﾞ 

図 1 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施者とﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの方法の整理 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 集約型都市形成のための計画的な緑地環境形成実証調査 

「東京都心部における民間開発と連携した効果的な緑の配置・ネットワーク構築に関する

検討調査」（東京都心部における緑化推進検討会） 

報 告 書 

平成２８年３月 作成 

発 注 国土交通省 都市局 

    〒100－8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

    TEL：03－5253－8111 FAX：03－5253－1593 

 

受 注 東京都心部における緑化推進検討会 

    〒101－0051 東京都千代田区神田神保町３－２－４ 田村ビル２階 

    TEL：03－5216－7191 FAX：03－5216－7195 
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